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はじめに 

 

 大径木再生大作戦は、防災上重要な都道 38 路線の、幹周 90cm 以上の街路樹すべてを対

象に、街路樹防災診断（外観診断および根株診断を必須とする街路樹診断）を行い、その

結果に基づいて必要な設計、工事を行い、街路樹の再生を目指すもので、都の中長期計画

「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～」にも記載されている事業

です。 

 平成 7年 1月 17 日の兵庫県南部地震では、倒壊した建物を街路樹が支えて道路への倒れ

こみを防いだ事例が報告され、街路樹の防災機能が改めて示されました。また、平成 23年

3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震や、東京に暴風をもたらした平成 23年 9月の台

風 15号は、防災意識を改めて高めましたが、街路樹については、健全な生育により、災害

時にも倒木などすることなく、防災等の機能を果たすことが求められています。しかし、

その一方で、長い時間を経て大きく育った街路樹には、腐朽菌の侵入によるダメージのほ

か、根上がりや建築限界侵入など、若木には見られない様々な問題点も生じてきます。 

そこで、これまでの街路樹診断に防災機能の強化という観点をプラスした「街路樹防災

診断」を行い、災害にも強い健全な街路樹の実現に向け、更新や回復を行っていくことに

なりました。その円滑な実施に向け、事業の進め方や留意すべき点などについて、指針と

して平成 25 年度に取りまとめたのが「大径木再生指針」です。  

本指針に記されている街路樹防災診断は、「街路樹診断マニュアル」に記載された手法に

基づいていますが、今般、同マニュアルを新たに改訂したため、これに合わせて本指針も

改訂する必要が生じたことから、ここに改訂を行いました。大径木再生大作戦を進める際

に、「大径木再生指針」の本改訂版を活用してください。 

 なお、本指針の初版作成に際しては、大径木の問題点に関する調査において、以下の皆

様にご協力いただいております。改めてここに厚く御礼申し上げます。 

 

   国土交通省 国土技術政策総合研究所 環境研究部 
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   杉並区 杉並土木事務所 

調布市 環境安全部 環境政策課 

一般社団法人 街路樹診断協会 

一般社団法人 日本造園建設業協会 
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Ⅰ 東京都における街路樹の歴史と現状 

 
東京都における街路樹の歴史は、明治 6年に銀座通りにクロマツとサクラが植栽されたことが始まり

とされる。明治 8 年には最初の欧米外来樹種として現在の千代田区にニセアカシアが植栽され、以降、

街路樹は東京の緑の一翼を担ってきた。 

また、東京都の街路樹の本数は、大正 2 年に約 10,000 本が記録されており、その後、現在に至るま

で着実に本数を増やしてきた。ただ、その間には関東大震災や戦禍によって壊滅的な状況となった時期

もあり、その都度、復旧が図られた。戦後復興期には道路整備が進められていくとともに、成長の速い

樹木が先行的に街路樹に投入されていった。 

 さらに、昭和 40 年代に激しくなった公害問題によって、街路樹による大気浄化機能が大きく注目さ

れるようになり、環状七号線を始まりとして歩道植樹帯の設置や常緑樹種の採用など、植栽手法や植栽

樹種に関する新たな考え方が導入されていくとともに、植栽本数は加速度的に増加していった。 

 しかし、平成の時代になると都財政悪化の影響から、街路樹事業も維持管理に必要な予算が不足し、

十分な管理に支障のある状態に陥っていった。その後、都財政が回復するに従い、街路樹事業の予算も

好転し、一般的な管理水準を維持できるまでに復活していった。 

 さらに、「街路樹充実」事業が平成 17年度に打ち出され、当時の都内における街路樹本数 48万本（国

道 2 万本、都道約 16 万本、区市町村道 30 万本の合計）を 100 万本に倍増していくことが計画された。

計画は順調に進んでおり、平成 23 年度末には中木を含めて 79 万本に達した。そのうち都道の街路樹本

数は 39 万本にまで増加し、「魅せる街路樹」を目標に掲げることによって維持管理予算が確保され、最

低限に止まらない質の高い管理の実施が可能になってきている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

多摩御陵線（昭和 3 年頃）         多摩御陵線（現在） 

 
 
 
 
 
 

表参道（昭和 3 年頃）           表参道（現在） 
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写真Ⅰ-1･1 行幸通りのイチョウ 

 
東京の街路樹で関東大震災を乗り越えて生き残っているもの

は極めて少なく、都道においては内堀通りのまちかど庭園の中に

移植されている「震災イチョウ」が唯一であると思われる。戦災

を乗り越えてきた街路樹としては、「表参道のケヤキ」や「多摩

御陵線のケヤキ」、「行幸通りのイチョウ」程度であると思われる。

これ以外の街路樹はいずれも戦後に植えられたものであるが、樹

種によっては既に二代目として大きく育っている街路樹もある。 

このように現在生育している街路樹の大半は戦後植栽された

ものだが、40年から 60年という時間を経て大きく生育した樹木

もみられ、現在、幹周 90cm 以上の大径木※は、およそ 5万本に及

び、都道の街路樹管理を行っている全ての建設事務所管内に分布

している。 

大径木となった街路樹は、都市に「うるおい」や「やすらぎ」 

を与えるだけでなく、ヒートアイランド現象の緩和や大気浄化機能にも大きな役割を果たしている。し

かし、数々の役割を担っている街路樹は、多くの課題も併せて抱えているのが現状である。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※大径木（たいけいぼく） 

 

本指針では幹周 90cm 以上の街路樹を大径木とする。 

この定義の根拠は以下による。万一、街路樹が倒木した場合に上下 2車線（計 4車線）を塞い

でしまう恐れの高いのは樹高 10m を超える場合であるが、街路樹の大きさの既存データを検討す

ると、このような樹木の幹周は概ね 90cm 以上であることから、本指針作成の主目的である倒木

による交通遮断防止の狙いに照らして、幹周 90cm 以上の街路樹を本指針における大径木と定義

することにした。 

なお、大きく成長した樹木に対しては、ほかに巨樹、巨木といったよび方もある。例えば、環

境省では巨樹・巨木の分布調査の中で、地上から 1.3m の高さでの幹周が 3m以上の樹木を「巨樹・

巨木」と定めている。しかし、街路樹で幹周 3m、つまり直径 1m（幹周≒直径×3 倍）を超える

樹木は少なく、この定義は本指針の趣旨にそぐわないことから、大きく成長した街路樹の基準と

なる大きさを本指針で新たに定めたものである。また、その名称ついては環境省の調査との混同

を避けるために巨樹、巨木という名称は避け「大径木」とした。 
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Ⅱ 街路樹の防災機能強化 

 

１. 街路樹の防災機能強化の必要性 

 

東京都では、大きく成長した街路樹を有する路線を多数管理しているが、平成 23 年の台風 15号襲来

の際には都内の多くの観測点で観測史上最も強い風（八王子で 43m/s、大手町で 36m/s）を記録し、倒

木、半倒木、枝折れなどの被害は約 1,000 本を越えた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大きな樹木の倒木は一歩誤ると大きな事故につながるだけでなく、長時間にわたり道路を塞ぎ交通機能を麻痺させて

しまうことにつながる。 
 

一方、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震においては、東北地方を中心として甚大

な被害がもたらされたが、東京都においても最大で震度5強の揺れを観測し、大きな混乱に見舞われた。

また、平成 7 年 1 月 17 日の兵庫県南部地震による阪神淡路大震災では家屋を含む構造物の倒壊と火災

の被害が数多く発生して都市機能は根底から崩れ、倒壊した構造物は避難や救助、さらには復興を大き

く阻む要因となっていた。 

これらの教訓をもとに、防災計画は全国レベルで見直しを余儀なくされ、東京都においても大きな見

直しを実施する一方、都道の街路樹を所管する東京都建設局公園緑地部においても、これらの震災と平

成 23年の台風 15 号に伴う暴風による被害等を教訓として情報収集と検討を行ってきた。 

地震防災に関する街路樹の役割については火災からの「熱風・火炎緩和機能」と建物等の「倒壊防止

機能」があげられる。しかし、これらの機能が発揮されるためには、大前提として、街路樹が元気に生

き生きと生育していなければならないことは言うまでもない。 

ところが、平成 23年の台風 15号のように暴風に見舞われた場合だけにとどまらず、一見、健全にみ

える街路樹が倒木してしまう事例が近年、発生している。景観形成機能や環境保全機能だけでなく防災

機能をも併せもつ街路樹が倒木によって道路のもつ本来の機能である交通機能を阻害してしまうこと

は、平常時においても災害時においても極力、避けなければならない。 

 

写真Ⅱ-1･1 街路樹の倒木事例 
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写真Ⅱ-1･2 首都高速道路での事故による火災の熱を街路樹が軽減した事例 

出火元側半分の枝葉には燃焼痕がある（黄点線内）が、出火元から 
反対側の枝葉には燃焼痕が少なく熱を遮断したことが分かる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真Ⅱ-1･3 倒壊した建物を街路樹が支えている状況（阪神淡路大震災） 

 
 

２. 大径木再生大作戦 

 

そこで東京都では、中長期計画となる「2020 年の東京～大震災を乗り越え、日本の再生を牽引する～

（平成 23 年 12 月）」において、街路樹の防災機能に注目しつつ、災害に強い街路樹をめざす「大径木

再生大作戦」事業を打ち出し、大径木を「元気で生き生きとした街路樹」に再生していくことによって、

災害に強い都市づくりをめざしていくこととした。 

 大径木再生大作戦では、東京都耐震改修促進計画（平成 24 年 3 月）において特定緊急輸送道路に指

定されている道路、これらと合わせてネットワークを形成している道路から 38 路線を選定して事業対

象（表Ⅱ-2･1）とし、幹周 90cm 以上の街路樹（大径木）すべてについて、街路樹防災診断を実施し、

その結果に基づいて樹勢回復や更新などの適切な措置を 2020（平成 32）年までを目標に実施していく。 

 

出火元 

出火元 
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            表Ⅱ-2･1 大径木再生大作戦対象路線一覧 

 

一 二 三 四 五 六 西 南東 南西 北南 北北

1 ―国122 122号 北本通り 6.3 6.3
2 ―国131 131号 産業道路 3.6 3.6
3 ―国411 411号 滝山街道 54.2 47.9 6.3
4 主2 新丸子横浜線 中原街道 7.2 7.2
5 主3 世田谷町田線 世田谷通り 18.8 8.6 7.7 2.5
6 主4 東京所沢線 青梅街道 24.9 11.1 2.7 3.9 7.2
7 主5 新宿青梅線 新青梅街道 49.0 13.4 4.3 31.3
8 主7 杉並あきる野線 五日市街道 59.2 8.3 19.8 16.8 14.3

主8 千代田練馬田無線 新目白通り
主8 千代田練馬田無線 目白通り

10 主9 川崎府中線 川崎街道 4.8 4.8
11 主14 新宿国立線 東八道路 23.1 0.4 11.4 11.3
12 主15 府中清瀬線 小金井街道 15.8 5.4 10.4
13 主17 所沢府中線 府中街道 9.1 4.4 4.7
14 主18 府中町田線 鎌倉街道 27.1 22.5 4.6
15 主29 立川青梅線 新奥多摩街道 36.5 21.3 15.2
16 主40 さいたま東村山線 志木街道 7.5 7.5
17 主41 稲城日野線 川崎街道 10.0 4.8 5.2
18 主43 立川東大和線 芋窪街道 10.4 10.4
19 主45 奥多摩青梅線 吉野街道 13.7 13.7
20 主47 八王子町田線 町田街道 27.6 23.9 3.7
21 主50 東京市川線 新大橋通り 13.2 4.0 9.2
22 主58 台東川口線 尾久橋通り 11.8 11.8
23 主59 八王子武蔵村山線 4.3 4.3
24 主301 白山祝田田町線 白山通り 9.3 6.0 3.3
25 主311 環状八号線 環八通り 31.8 17.5 5.5 7.0 1.8
26 主312 白金台町等々力線 目黒通り 10.6 1.4 9.2
27 主315 御徒町小岩線 蔵前橋通り 10.6 9.0 1.6
28 主316 日本橋芝浦大森線 昭和通り 20.0 11.1 8.9
29 主318 環状七号線 環七通り 51.6 15.6 6.4 6.8 15.3 7.5
30 ―121 武蔵野調布線 三鷹通り 7.2 7.2
31 ―153 立川昭島線 8.9 8.9
32 ―158 小山乞田線 多摩ニュータウン通り 15.8 11.0 4.8
33 ―162 三ツ木八王子線 8.8 1.6 7.2
34 ―173 上館日野線 北野街道 11.9 11.9
35 ―181 藤橋小作線 2.9 2.9
36 特413 赤坂杉並線 井の頭通り 11.7 3.3 5.5 2.9
37 特475 永代葛西橋線 葛西橋通り 4.2 0.6 3.6
38 主319 環状三号線 外苑東通り他 23.1 6.6 3.6 8.6 4.3

690.0 33.9 76.5 56.9 29.3 45.7 36.6 119.0 69.9 37.8 67.3 117.1

8 9 8 4 5 7 6 5 7 11 10

※表掲載の路線延長（距離）は、東京都道路現況調書　平成24年度　東京都建設局道路管理部を参考に作成（緑化延長とは異なる）。

表中表記

一

二

三

四

五

六

東京都北多摩北部建設事務所

東京都西多摩建設事務所

東京都南多摩東部建設事務所

東京都南多摩西部建設事務所

東京都北多摩南部建設事務所

西

南東

南西

事務所名

東京都第六建設事務所

北南

北北

整理No.

0.9

東京都第三建設事務所

東京都第四建設事務所

東京都第五建設事務所

所管事務所

表中表記事務所名

東京都第二建設事務所

対象延長距離（ｋｍ）

所管事務所毎の対象路線数

23.59

東京都第一建設事務所

所管事務所

7.7 12.8

No. 距離（ｋｍ）通称名称路線名称

2.1
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図Ⅱ-2･1 大径木再生大作戦の基本的な枠組み 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅱ-2･2 大径木再生大作戦事業計画イメージ 

 
 

大径木再生大作戦 
 
 
 
 
 
 

街路樹防災診断 

大径木再生整備工事 

大径木再生整備設計 
・大径木再生基礎調査 
・設計 

診断

設計

工事

　診断

設計

工事

　　診断

設計

工事

対象距離：126ｋｍ

対象距離：118.4ｋｍ

対象距離：120.2ｋｍ

　　診断

設計

工事

対象距離：119.8ｋｍ

　　診断

設計

工事

対象距離：115.8ｋｍ

　　診断

設計

工事

対象距離：89.9ｋｍ

2013年
平成25年

2014年
平成26年

2015年
平成27年

2016年
平成28年

2017年
平成29年

2018年
平成30年

2019年
平成31年

2020年
平成32年
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「大径木再生大作戦」は、図Ⅱ-2・1に示すように大きく「街路樹防災診断」、「大径木再生整備設計」、

「大径木再生整備工事」の 3段階から成る。一つの路線の一つの区間についてはそれぞれを 1年で実施

し、合計 3 年間で完了することを原則とする。また、「街路樹防災診断」についてはⅢで述べるような

必要な要件をみたす者の所属する法人等が、都からの委託を受けて行うものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図Ⅱ-2･3 特定緊急輸送道路 
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Ⅲ 街路樹防災診断 

 

１. 街路樹防災診断の内容 

 

 これまでの都道における倒木事故をみると、地上部の腐朽が原因の倒木に加え、近年、地下部（根株）

の腐朽が原因とみられる倒木事故も数多く報告されている。このことから、平成 25 年度改訂版の「街

路樹診断マニュアル」においては、それまでの地上部の診断に加え、新たに根株の診断を行うこととし

た。 

通常の街路樹管理で実施する街路樹診断では、根株部分の診断を必要に応じて実施するのに対し、大

径木再生大作戦における「街路樹防災診断」は、根株診断を必須とする街路樹診断である。街路樹防災

診断は、外観診断・精密診断に分けられるが、このうち精密診断はさらに腐朽診断と根株診断に分けら

れる。根株診断以外は地上部の診断である。これらの診断は図Ⅲ-1・1 に従って実施するが、外観診断

と根株診断はそれぞれ全対象木について必ず実施する。精密診断（腐朽診断）については、外観診断の

結果に基づき必要に応じて行う。ただし、外観診断・精密診断（腐朽診断）については、既存の診断結

果があって活用可能と判断できる場合は、これを用いることができるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
なお、街路樹防災診断における診断業務については、特に診断の専門性や正確性が求められることか

ら、樹木医（一般財団法人 日本緑化センター認定）で、5年以上の樹木診断の実務経験があり、加えて、

東京都における街路樹診断の実務経験があり、かつ、街路樹診断士（一般社団法人 街路樹診断協会認

定）の資格をもつ者が行うこととする。 

 個々の診断の手順、方法については、平成 26 年度改訂の「街路樹診断マニュアル」によること。ま

た、診断で用いるカルテ様式も平成 26 年度改訂の「街路樹診断マニュアル」掲載のものを用いるが、

本様式については本マニュアル巻末資料にも掲載した。 

ここでは、平成 25 年度より新たに加わった機器も含め「街路樹診断マニュアル」に掲載された診断

機器について紹介する。 

  図Ⅲ-1･1 街路樹防災診断の概念 

 

 精密診断→判定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※対象：対象路線における幹周 90cm 以上の街路樹すべて 

 

専門診断 

外観診断→判定 
（必須） 

腐朽診断（地上部について実施） 

専門診断 
総合判定 

根株診断（必須・25 年度追加） 
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 ★根株診断の概要 

根株診断には貫入抵抗試験器（商品名：レジストグラフ）を用いる。 

腐朽診断では、幹や根元の水平断面を測定することを基本とする。根株診断は貫入抵抗測定器を地

際で原則として 40 度の俯角をつけて使用することにより地下の根株腐朽の程度を測定する。ただし、

根株の範囲からはずれ、石や土などに当たると想定される場合には30度の俯角とする。 

根株診断では貫入測定器は角度機能付きで500mm以上の測定長をもつ機器を使用する。 

なお、ケヤキなど材の硬い樹木の根株診断を実施するに当たり、季節により機器損傷の可能性が高

いと判断される場合は、貫入回数および使用機器について監督員との協議を行い調査方法を決定する。

この場合、角度機能をもたない機種の使用も可とするが、幹半径以上かそれに近い測定長の機種を使

用する。 

○想定断面図 

   測定を行った部位における各幹半径と測定俯角θとを対比し、下記の算出式にあてはめ、測

定線分延長とする。（図Ⅲ-1･2、図Ⅲ-1･3 参考） 

貫入測定は原則として俯角 40 度とするが、根株の範囲からはずれ、石や土などに当たると想

定される場合には俯角 30 度とする。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

○測定線分延長 

   測定線分延長は、以下の係数を幹半径に乗じることにより算出する。 

・俯角 30 度の場合   測定線分延長＝幹半径×1.15 

・俯角 40 度の場合   測定線分延長＝幹半径×1.31 

 
   ○腐朽度判定 

表Ⅲ-1･1 判定基準 

  

 

 

 

 

 
※根株診断の詳細な調査方法は、「平成 26 年度 街路樹診断マニュアル」を参照。 

腐朽空洞率 判定 

10％未満 健全か健全に近い（Ａ） 

10％以上、30％未満 注意すべき被害（Ｂ１） 

30％以上、50％未満 著しい被害（Ｂ２） 

50％以上 不健全（Ｃ） 

図Ⅲ-1･2 貫入俯角角度のイメージ 
図Ⅲ-1･3 貫入位置半径と貫入俯角θに

より測定線分延長を求める 
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２. 使用可能な樹木診断機器 

 
東京都の街路樹診断における精密診断において使用可能な樹木診断機器は以下のとおりであり、街路

樹防災診断においてもこれに準拠する。また、診断部位や樹木の条件および樹木診断機器の特性などを

踏まえて、樹木診断機器の特性（表Ⅲ-4･1、平成 26 年 7 月現在）をもとに使用する機器を選択する。 

 
表Ⅲ-2･1 使用可能機器（精密診断） 

 機器名 備考 

腐朽診断 

貫入抵抗測定器 商品名：レジストグラフ 

γ線樹木腐朽診断器 商品名：ツリーガンマ 

多点式応力波速度測定器 商品名：アーボソニック 3D 

多点式音響波樹木内部診断器 商品名：ドクターウッズ 

幹探査レーダ 商品名：ツリーレーダ 

根株診断 貫入抵抗測定器 商品名：レジストグラフ 

 
 
３. 樹木診断機器の概要 

 
精密診断（腐朽診断、根株診断）で使用する樹木診断機器の概要は次のとおりである。 
 

＜貫入抵抗測定器（商品名：レジストグラフ＞ ～適用：腐朽診断・根株診断～ 

・直径 3.0mm の細い鼠歯キリを樹幹又は根株に回転貫入させ、キリ先の切削にかかる抵抗を胴体部

に取り付けられている用紙、もしくはデジタル表示画面上へ刻々と波形グラフとして記録する。 

・波形グラフの横軸には計測深さ位置が、縦軸には貫入抵抗値が示される。 

・樹種ごとに標準的な波形グラフがあるのでそれと見比べて判断する。波形が高ければ抵抗があ

り、材質は健全と判断し、波形が低かったり現れない場合は、抵抗が少なく腐朽あるいは空洞

化していると判断する。   

・グラフの波形から腐朽空洞部の範囲を読み取り、断面積に換算して腐朽空洞率を算出する。 

      

 

 

 

          

      
     

 

 

 

 

水平にも斜めにも 

使用できる 

 

測定状況 キリ 
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測定状況 

＜γ線樹木腐朽診断器（商品名：ツリーガンマ）＞ ～適用：腐朽診断～ 

・γ線（放射線）を使用した非破壊の診断機器で線源は 3.7MBq（法規制外）の微量放射線源であ

る。 

・プログラムは対話方式で、現場で腐朽状況を画面上に表示する。 

・γ線は物質密度の高低によりその透過能力が異なり、また、物質の厚さによっても到達線量が

異なることを応用する。樹木内部の密度低下部を腐朽空洞部と考え、これを探知し、その規模を計

測する。 

・樹木ごとに健全材の密度を既定の計算式により算出し、これを基準値として腐朽空洞部を示す。 

・樹木直径 1m 用、60cm 用の機種がある。 

 

 

 

 

 

 

         

          

 
 

 

＜多点式応力波速度測定器：（商品名：アーボソニック 3D）＞ ～適用：腐朽診断～ 

・樹幹の同一周長上に 6～10 個（標準 8 個）のセンサを取り付け、そのセンサを打撃して応力波

を発振し、他のセンサに応力波が到達する時間を計測する。   

・樹幹内部に異常がある場合には、健全な材部を振動波が到達する場合に比べて振動波の到達時

間が遅くなることを応用し、幹の内部にどの程度の異常部を生じているかについて、数値を専

用ソフトウェアで処理して断面図化する。 

  ・樹木ごとの健全材の振動波を基準値として腐朽空洞部を予測する。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定状況 ツリーガンマ機器 

アーボソニック 3D 機器とセンサ 
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＜多点式音響波樹木内部診断器（商品名：ドクターウッズ）＞ ～適用：腐朽診断～ 

・周波数を制御した特殊な音響波を発し、樹木断面の伝播速度分布から内部の腐朽空洞の状態を診

断する。 

・測定断面の周囲 16 箇所に細い針を介してセンサを設置し、専用ソフトで音響波を発して得られ

た受信波との相互相関を計算解析し、腐朽空洞部を画像表示する。  

・コンター図から速度値のコンターが急激に狭まるところを腐朽空洞部と健全部の境界と判断し、

それ以下の速度部分を腐朽空洞と見なす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 
 
＜幹探査レーダ（商品名：ツリーレーダ）＞ ～適用：腐朽診断～ 

・電磁波により非破壊方式で樹木の幹内部を調べる。      

・幹にアンテナを当てて移動測定し、腐朽空洞部の境界面から反射波が戻ってくるまでの時間から

腐朽空洞部領域境界までの距離を判定する。 

・幹内部の腐朽空洞状態を示す断面図をオペレータが専用ソフトで描画する。  

・描画された断面図から腐朽空洞の状態を予測する。    

       

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 測定状況 

 ツリーレーダ機器 

ドクターウッズ機器 

測定状況 

針 
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４. 樹木診断機器の選定基準 

 
東京都の街路樹診断における精密診断は、貫入抵抗測定器（商品名：レジストグラフ）によるものを

基本とするが、診断部位や樹木の状況および樹木診断機器の設置性や樹木への影響などそれぞれの特性

などを踏まえて、円滑な業務の遂行、作業の効率および成果の表現などを総合的に考慮し、機器選定を

行う必要がある。不明の場合には、東京都建設局公園緑地部計画課道路緑化計画係と調整のうえで設計、

使用機器選定を行う。（表Ⅲ-4･1「樹木診断機器の特性」参照） 
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表Ⅲ-4･1　樹木診断機器の特性
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Ⅳ 大径木再生整備設計 

 
「大径木再生整備設計」は、「街路樹防災診断」の結果を踏まえ、「大径木再生整備工事」に向けて、

大径木の伐採、更新、樹勢回復およびその他の環境整備等の設計を行うものである。また、設計に当た

り、対象となる街路樹について「大径木再生基礎調書」を作成し、再整備後の管理方針となる「街路樹

よくなるシート」を作成する。 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
  

図Ⅳ-1･1 大径木再生整備設計の流れ 

４. 管理方針の作成 

・街路樹としての目標樹形の設定 
・成長段階ごとの管理方法の検討 
・管理上の留意事項 

これらを含め「街路樹よくなるシート」を作成 

２. 大径木再生整備方針の策定 

・対象路線・区間の特性把握 
・問題点の抽出および課題の整理 
・整備方針の策定 

必要に応じ報告・相談 

３. 大径木再生整備方法の検討 

・具体策の検討を行う  ①伐採 ②更新 ③樹勢回復 ④その他  

５. 実施設計 

・図面作成   ・数量計算書作成   ・工事費算出     

１. 大径木再生基礎調査 

・倒木危険度以外の大径木にかかわる問題を調査 
（災害時の安全性、管理上の問題、近隣の住民とのかかわりなど） 
・大径木を含めた街路樹全体の現況を把握するため、必要な現地踏査

および資料調査を行う。 
・大径木再生基礎調書の作成 
 植栽樹種、植栽環境、沿道環境などが同一とみなされる区間ごとに

作成し、設計や「街路樹よくなるシート」の基礎資料とする。 

東京都建設局公園

緑地部計画課道路

緑化計画係 
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1. 大径木再生基礎調査 

 
「大径木再生基礎調査」は、「大径木再生整備設計」の一環としての調査である。「街路樹防災診断」

では主に倒木の危険度を判定するのに対し、「大径木再生基礎調査」では、それ以外の問題点、留意点

等に注目し、大径木再生の設計を取りまとめる際に必要となる基礎的データを整理することを目的とし

て現地踏査、聞き取りなどの調査を行う。 

本指針作成に先立ち、大径木再生大作戦で対応すべき課題について聞き取り調査を各建設事務所およ

び関連機関、有識者に対して行った（資料-1）。その結果、倒木の危険性のほか、道路交通上の危険性、

管理上の問題、近隣の住民とのかかわりなどの問題点があげられたため、この結果を参考にして、樹種・

樹高といった街路樹の規格、これと車道・歩道の規模との関係、改善が必要な管理上の問題点、街路樹

への住民意識や歴史的・景観的観点からの留意事項などを調査項目として取り上げることにした。 

調査は表Ⅳ-1･2、表Ⅳ-1･3 に示す「大径木再生基礎調書」を用いることとし、交差点間で植栽樹種・

沿道状況（土地利用状況）・道路構造（車道規格、歩道規格、街路樹規格）の変化が少なくほぼ一定と

みなされる部分を 1 区間として、1 区間毎に調書を整理する。なお、上下線（道路横断面の左右）の状

況が同様であれば双方を合わせて同一の区間として取り扱うことができる。 

また、調査箇所については調書と別に図面に示すものとする。 

 

これらの調査結果は、以下の事例のような例外的な取り扱いも含め、様々な道路環境を踏まえて大径

木再生の方針等を検討するための基礎資料となる。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・「街路樹防災診断」ではＣ判定であるが、「大径木再生基礎調査」では歴史的・景

観的価値に優れ住民の関心も高い。 

⇒ 伐採しないことを含め慎重な検討が必要。 

 

・「街路樹防災診断」ではＣ判定以外であるが、「大径木再生基礎調査」結果に基づ

き、管理上の支障や住民要望等を踏まえ、樹種変更や更新が望ましい。 

⇒ 樹種変更や更新を検討する。 
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（１）各項目の調査および記入・記載方法 

①対象区間 

  調査対象区間の起点とする交差点名および終点とする交差点名を基礎調書の対象区間欄に記載す

る。交差点名が不明の場合は地番を記載する。植栽形態については、単独枡、植樹帯の別をチェック

するほか、区間内に中央分離帯、交通島、その他の緑地がある場合、該当施設にチェックする。なお、

これらの緑地が非常に特徴的な（個別に対応が必要と思われる高木が植栽されているなど）場合は、

該当部分のみを 1区間として別個に本様式を作成することもできる。 

 
②街路樹の基本規格 

  植栽されている大径木のうち、その区間の標準的な 1本について樹種・樹高・幹周の計測を行い基

礎調書の各項目欄に記載するとともに、数量（本数）および植栽間隔を記載する。植栽樹種が複数の

場合、樹種毎に樹種・規格を記載する。 

 
③道路構造 

  本項目は、街路樹の高さの情報と合わせて倒木の車道通行への影響を把握し、また、災害時の避難

における歩道通行の支障の恐れを把握することを目的としたものである。 

  各項目について図Ⅳ-1･2 を参考に記載する。歩道については歩道幅員から植栽部分および車道側縁

石の幅を除いたものを有効幅員とする。歩道部に歩行者自転車道や自転車道がある場合はこれも有効

幅員に含める。車道幅員は路肩や中央分離帯を含めるものとする。その他、幅員の取り扱いは「街路

樹よくなるシート」に準ずるものとする。 
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図Ⅳ-1･2 道路構造 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真Ⅳ-1･1 歩道幅員が狭い事例 

 
 

富士街道 新青梅街道 

【歩道幅員】 

【2車線の場合】 

【4車線の場合】 

75～98ｃｍ 
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写真Ⅳ-1･3 倒木した場合、架線へ影響を

及ぼす。 

④視距不良     

  視距の問題は主に 5 つのケースが考えられる。①交通標識が街路樹に遮蔽されて確認し辛い場合、

②交通信号が同様に見辛い場合、③街路灯が遮蔽される場合、④切下げ部等で歩道から車道の状況が

確認し難い場合、⑤公共施設等の表示が視認し難い場合。これらが確認される場合は、「視距不良」

欄の当てはまる項目の記号を「○」で囲む。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤沿道土地利用 

  沿道の建物が地震動により道路側に倒れかかるのを対象大径木が防ぐ可能性がないか、また、逆に、

街路樹が倒れた場合、沿道の建築物等に被害が及ぶ恐れがないか、といった観点から、当てはまる土

地利用の記号を「○」で囲む。なお、住宅街、商店街、オフィス街については低層（2 階建まで）お

よび高層（3階建以上）を区別する。 

 
⑥倒木による障害 

倒木による障害のうち、①架線への影響、②上下全線に 
わたる通行障害、③民地への影響について注目する。 
街路樹の枝が電線等の架線へ干渉していると、倒木等し  

た場合、断線をはじめとする影響を及ぼし、電力供給等に重

大な支障をきたす恐れがある。こうした状況が予想される場

合、「架線への影響」欄の記号を「○」で囲む。 
上下全線にわたる通行障害については、②街路樹の基本規

格および③道路構造の調査によって得られた、車道幅員およ

び樹高から判断して上下全線を塞ぐ可能性がある場合、「上

下全線にわたる通行障害」欄の記号を「○」で囲む。 
民地への影響については、街路樹が車道と反対側に倒れた

場合、沿道の建築物等に重大な被害を与える恐れがあれば

「民地への影響」欄の記号を「○」で囲む。 
 

写真Ⅳ-1･2 植栽間隔が狭く歩道側からの視認性が悪い。 
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写真Ⅳ-1･5 骨格となる大枝の折

損事例。直ちに処理が必要。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真Ⅳ-1･4 街路樹が車道側に倒木した場合、車線全線を塞いでしまう恐れがある。 

 
 
⑦落枝の危険 

樹齢が高くなった樹木においては、大枝の腐朽などによる落

枝事故が多くなる傾向がある。目視による観察および別途実施

された「街路樹防災診断」の結果をもとに、調査区間内に１本

でも落枝の危険が確認された場合は該当欄の記号を「○」で囲

む。（１本でも確認された時点でチェックする理由は、同一樹

種が同環境で同時期に植栽された場合、１本でも危険が確認さ

れれば他の樹木も同様の危険が高まっている可能性があると

判断できるためである。）ここでいう落枝の危険の有無の判断

については、街路樹防災診断の外観診断において「骨格となる

大枝」記録欄に腐朽、開口空洞、キノコ、打診異常音、枯枝な

ど強度に関連する項目のチェックがあれば危険ありとみなし、

「大径木再生基礎調書」における「落枝の危険」の「大枝」欄

の記号を「○」で囲む。また、これ以外に目視により落枝の恐

れがあると判断された場合は、その太さに応じて「骨格となる

大枝」、「大枝以外」欄の記号を「○」で囲む。「歩道側」、「車

道側」を区別するが、区別が困難な場合は両方の記号を「○」

で囲む。なお、緊急対応が必要と認められる樹木については、

都監督員に報告するなど直ちに必要な対応をとること。 
 
⑧根上がり 

根上がりが発生すると歩道の舗装や縁石を持ち上げるほか、根自体が植栽枡からはみ出すこともあ

り、これらによって、つまづき等による転倒事故や車椅子の通行障害となる恐れがある。 
このような根上がりによる、舗装浮き上がりや構造物の変形や破壊について、基礎調書の該当項目

の記号を「○」で囲む。 
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写真Ⅳ-1･8 根上がりから車道

側の縁石が破損した事例 

写真Ⅳ-1･9 根株が植栽枡から

車道側に大きくはみ出し、街きょ

を破損した事例 

写真Ⅳ-1･6 根上がりにより 

歩道舗装を持ち上げた事例 
写真Ⅳ-1･7 根上がりにより 

歩道側の縁石を大きく持ち上げ

た事例 
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⑨建築限界 

街路樹の枝・幹の建築限界は車道側（道路建築限界）4.5m、歩道側（歩道建築限界）2.5m の高さと

定められているが、それ以外でも枝・葉が伸びてアーケードなど構造物に接触している、道路外に越

境しているなどの事象も報告されている。また、通常時は建築限界内に収まっている枝であっても、

着雪や、着葉期の降雨により、雪や葉と水の重さで枝全体が下がって建築限界を逸脱するケースもみ

られるため、基礎調書の記入に当たってはこれらの可能性も考慮すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
⑩管理上の問題点（落葉） 

街路樹を管理するうえで対応する苦情として最も多いのが落葉に関するものである。落葉による住

民への迷惑の程度によっては樹種変更などの対応を求められることもありうる。こうした対応の必要

の有無を把握し、必要に応じて対応を検討するため、落葉についての住民の苦情等の状況を、街路樹

管理者からの聞き取りにより調査し、記載する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
             

 
 

写真Ⅳ-1･11 幹が太りガードパイプを

押し出すことで、ガードパイプが建築限

界を侵してしまった事例 

写真Ⅳ-1･12 排水溝を覆いつくす

ケヤキの葉 

写真Ⅳ-1･10 雨季に水分の重み

が加わり、枝が下がった結果、車

両と接触して枝折れした事例 

（目白通り） 

写真Ⅳ-1･13 住民の協力による街路

樹の落葉清掃 
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⑪管理上の問題点（その他） 

調査項目の①～⑩以外にも街路樹の管理上、障害となっている事項がないか、街路樹管理者からの

聞き取りにより調査し、記載する。 
例）剪定作業の障害：スペースの制約等のため高所作業車の使用が困難 

    病虫害の発生：病気や害虫の頻繁な発生など 
   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表Ⅳ-1･1 報告事例の多い病虫害 

樹  種 病  虫  害 

 スズカケノキ グンバイムシ、アメリカシロヒトリ 
 ウメ プラムポックスウイルス、オビカレハ 
 サクラ アメリカシロヒトリ、コスカシバ 
 ケヤキ ゴマダラカミキリ、ニレハムシ 
 マツ マツノマダラカミキリ（マツノザイセンチュウ） 
 複数種 カイガラムシ、アブラムシ 

 
 
 

写真Ⅳ-1･14 樹高が高くな

った樹木の剪定では高所作業

車を使用するが、十分なスペ

ースが必要。 

写真Ⅳ-1･15 穿孔性害虫として立ち枯れ

などの原因にもなるゴマダラカミキリ 
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⑫留意事項 

  東京都の街路樹の中には、東京の顔、地域の顔として親しまれているものも多い。また、東京都が

街路樹管理を担う前から存在する樹木については、地域住民の関心の深いことが多い。こうした街路

樹については地元住民等の意見に十分留意する必要がある。街路樹についての住民の意見は一つとは

限らず、例えば直近の住民は落葉などの問題とも関係して伐採や更新に理解を示す一方、やや離れた

場所の住民や一般通行者は伐採や更新に反対するといった場合も少なくない。このような傾向は景観

的、歴史的価値の高い街路樹を抱える地区や、近隣住民の街路樹への関心や思い入れの強い地区では

いっそう強くなることが多い。 
このような地区における街路樹の管理については、個別・地域的な事情に充分配慮しながら計画的

に行うことが必要不可欠であり、「街路樹防災診断」の結果からそのまま措置方法を決めるのでは不

十分である。個別・地域的な背景にも留意して措置方法を検討する必要がある。 
  こうした留意事項がある場合、街路樹管理者への聞き取りや地元協議会報告書などの文献調査によ

り、「大径木再生基礎調書」の「留意事項」欄の該当枠内にその内容を記載する。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

杉並区にある「中杉通りのケヤキ並木（杉並百景）」は地域の関心が高く、住民協議会、杉並区、

東京都の三者による「中杉通りケヤキ並木連絡会」が設置されており、地域住民の理解や協力を得な

がら管理を行っている事例の一つである。具体的には、中杉通りケヤキ並木保護管理の取り組みとし

て、景観的には優れているものの成長して過密となったケヤキ並木のうち、生育の悪いものを伐採す

るとともに、その他のものについては高さを抑えて剪定し、数年でバランスのとれた本来の樹形を回

復することをめざす管理を計画的に行っているものである。丁寧な事前説明、意見聴取や管理の試行

を行って地元住民の理解を得ることにより、安全等の観点から必要な伐採や剪定がスムーズに行われ

ている。 

図Ⅳ-1･3 中杉通りケヤキ並木保護管理の取り組みを知らせるチラシ 
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写真Ⅳ-1･16 中杉通りのケヤキ並木 

 
また、電線類地中化事業など街路樹の現状を大きく変更する必要のある別事業の計画がある場合に

ついては、その事業のスケジュールを確認のうえ、大径木再生実施との時期的調整を行う必要がある。

場合によっては該当区間の大径木再生については先送りするなど時期変更が必要となることもある。

このため、該当する場合は「留意事項」の「その他」欄に、関係する他事業の内容などを記載するこ

と。他事業の有無やその内容については街路樹管理者への聞き取りにより調査する。 
 
⑬街路樹防災診断結果 

別途行われる街路樹防災診断の結果を集計し記載する。必要に応じ、留意事項等を記載する。 
 
（２）図面作成 

調査対象とした路線および大径木については、次のとおり図面に位置を示すものとする。 
 
①位置図：対象路線・区間の位置を A4 判の地図に示す。縮尺は 1:2,500～1:25,000 程度でわかり

やすい縮尺とする。 

 

②平面図：対象路線・区間において「街路樹防災診断」を行った大径木を、「道路緑化現況調査図

面」（縮尺 1:500）の写しに図示する。また、そのうち、本「大径木再生基礎調査」で標準的なも

のとして選んだ１本の大径木を区別して図示する。    
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表Ⅳ-1･2 大径木再生基礎調書（様式）【表】 
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表Ⅳ-1･3 大径木再生基礎調書（様式）【裏】 

 
 
 
 
 
 
 
 

大径木現況模式図（平面図）

 

※車道、歩道、方位、樹木位置、樹冠、沿道建築物など記入

※車道、歩道、方位、樹木位置、樹冠、沿道建築物など記入

大径木現況模式図（断面図）

車線

建物〔オフィス高層〕　

歩道

歩道

7
0
0
0

2
0
0
07

5
0

住宅（低層）

N

区間を代表する箇所の
平面図（既存の図面の
一部活用も可）

平面図で示した箇所の
横断断面図
（街路樹基礎調査の
断面図を活用も可）

0.75 0.75

11.0

7.02.0 2.0

　　　オフィス（高層）
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２. その他の現地踏査および資料調査 

 
大径木再生基礎調書作成のための調査を補足して「大径木再生整備設計」の検討に必要な情報を集める。 
 

（１）全般的な植栽環境 

単独枡、植樹帯、中央分離帯、環境施設帯、壁面緑化、橋台敷、交通島、その他緑地といった現況

の植栽形式を確認するとともに、沿道の街並み、土地利用、景観の特色や通過交通の状況等から、対

象となる路線・区間の全般的特徴を把握する。 
 

（２）街路樹（大径木以外の高木や中木、低木も含む） 

大径木については「街路樹防災診断」の結果を現地で再度、確認する。その結果に追記すべき状況

があれば把握する。 
大径木以外の街路樹については、生育状況等（枯損木・生育不良木の存在、病虫害の発生、剪定不

足など）を主に目視で把握し、剪定などの維持管理や撤去、植替え、補植等の必要性がないか確認す

る。 
 
（３）植栽施設 

植栽枡、歩道植樹帯、防護柵、植栽防護柵、控木、案内板、樹名板など植栽関連施設の現況を確認

し、補修、撤去、設置等の必要がないか確認する。 
 

（４）道路付属物・道路占用物件 

横断抑止柵、標識、信号機の支柱など、街路樹の植栽・管理に関係する道路付属物の現況を確認す

る。併せて、関係する道路占用物件（電柱、消火器格納箱など）についても確認する。  
 
（５）沿道状況等 

歩道の使用状況全般のほか、不要切下げや私的植栽などの状況を確認する。また、植樹帯の増設等

により新たな植栽が可能となるスペースがないかの確認を行う。さらに、その他、必要と思われるこ

とがあれば記録する。 
 

（６）緊急対応の必要性 

街路樹（高木・中木・低木）やその他の道路付属物等、現地踏査で確認した項目について、危険を

伴う破損など緊急対応が必要な状況があれば、速やかに都監督員に報告する。 
 

（７）その他 

都監督員と調整し、必要な既存資料があればこれを入手し、必要な情報を把握する。 
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３. 大径木再生整備方針の策定 

 

入手した情報をもとに、対象路線・区間における「大径木再生整備」の基本的な方向性を示した方針

を策定する。 

 
（１）対象路線・区間の特性把握 

資料調査、現地踏査の結果から対象路線の特性を把握する。 
 

（２）問題点の抽出および課題の整理 

大径木だけでなく中低木等も含め、対象路線・対象区間の街路樹全体について、問題点を抽出し、

これに対し「大径木再生整備」で対応すべき課題を整理する。 
 

（３）整備方針の策定 

（１）、（２）を総合的に勘案して、整理された課題に対し、伐採、更新、樹勢回復などのうちどの

手法を主に採用するかを検討し、整備方針を策定する。その際、大径木だけでなく、他の高木や中木、

低木にも注意を払い、必要に応じて補植等を行うなどして、対象路線・区間の街路樹を総合的に再生

するよう努める。 
「街路樹防災診断」の結果、Ｃ判定となった大径木については倒木の恐れがあることから原則とし

て伐採とする。 
ただし例外として、歴史的価値の高いもの、ご神木になっているもの、地域住民等の愛着が強いも

のなどについては、拙速な伐採により地元等から事業反対の声が上がって事業執行ができなくなるな

ど混乱の起こる恐れがあるため、伐採以外の対応も含めて慎重に検討する必要がある。安全上の理由

から伐採以外の選択肢を取りえないこともありうるが、その場合、地元住民や関係団体等への情報提

供や意見交換を丁寧に行い、十分な理解を得なければならない。 
一方、Ｃ判定ではない街路樹であっても、過密になって建築限界を侵している場合などは、伐採も

検討する必要がある。この場合もやはり地元住民・関係団体から十分な理解を得ておく必要がある。

これらの検討に際しては、必要に応じて東京都建設局公園緑地部計画課道路緑化計画係に報告または

相談する。 
また、整備方針については、将来にわたって街路樹がその機能を果たしていくため、良好な管理が

容易に行えるような内容のものでなくてはならない。 
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４. 大径木再生整備方法の検討 

 
大径木再生整備方針を踏まえ、具体的に行う大径木再生整備方法として以下の手法を検討し選択する。

必要に応じてこれらの手法の組合せも検討する。 
 
 
 
 
 
 
 各手法の検討、選択に当たっては対象箇所の状況を十分に考慮するとともに、管理の目標や方法も想

定するものとする。 
 

（１）伐採 

・「街路樹防災診断」によりＣ判定となった大径木は原則として伐採する。 
・伐採の理由は必ず明示し、伐採後の処置、整備、管理の方針も示すこと。 
・腐朽が原因となって伐採する場合、腐朽菌は、根の破片にも生き残ることから、伐採した樹木は

原則として抜根も行い、これを除去すること。その場合、既存の植栽枡ブロックや周囲の防護柵

および地下構造物などへの影響も考慮に入れる必要がある。また、植替えするしないにかかわら

ず、必ず客土を行い必要に応じて土壌改良も行う。さらに、今後の街路樹診断や管理に役立て

るため、幹および根部の状態を観察・記録し、これを「街路樹診断カルテ」と共に保管する。な

お、大径木の抜根に際しては、腐朽根が植栽枡の外へ及んでいる可能性があることから、必要

に応じて地中探査レーダによって根系の範囲を把握し、抜根範囲を検討する。 

・伐採に当たっては、少なくとも一時的に街路樹の景観が大きく変わることから、「大径木再生基

礎調書」の留意事項を参考にして、あらかじめ地域の理解を得る必要がある。事前の十分な周知、

説明により、地元住民や関係団体との合意形成を図ること。 
 

（２）更新（植替え） 

・伐採後、特に支障がなければ再び街路樹を植栽することを原則とする。 
・「大径木再生整備方針」に従い、必要があれば樹種や樹木規格等を変更する。 
・樹種変更をする場合も含め、更新する理由を明示するとともに、更新後の管理方針も示すこと。 
・植替えに際しては、植栽場所の日照条件、植栽枡や植樹帯の規模・構造、土壌条件など、生育環

境を十分に吟味し、従前の樹種でよいかをよく検討する。従前の樹種では不適当と判断される場

合には、環境に合った樹種に変更することを検討する。 
・可能な場合は必要に応じて植栽枡、植樹帯等の規模・構造を改良する。 
・更新に当たっては、「大径木再生基礎調書」の留意事項を参考にして、伐採同様、地域の理解を

得る必要がある。事前の周知、説明により、地元住民や関係団体との合意形成を図ること。 
・樹種変更をする場合は、樹種変更方針を示すとともに、変更樹種候補をいくつか選定する。（樹

種変更方針については、例えば自動車の排気ガス対策など環境保全を重視する場合は、吸着効果

○伐採（植替えしない） 
○更新（伐採・伐根のうえ、植替える） 
○樹勢回復（土壌改良等） 
○その他（間引、剪定、根上がり対策、中低木の補植、縁石等の補修、物理的倒

木防止措置、空きスペースへの植樹帯等の増設 など） 
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の高い常緑樹を採用する。また、複数の樹種候補をあげるのは、例えば地域住民との合意形成過

程において、複数の植栽樹種を提示し、その中から住民の意思で選定してもらうことのできるよ

うにするためである。地元等との合意形成を得たうえで候補樹種の中から樹種を選択する。） 

・樹種選択の参考資料を資料編に示す。（資料-2、資料-3） 

  ・新たに植栽する樹木は、樹勢が活発な成木初期の樹木とする。成木の初期とは、おおよそ以下

の表に示した樹齢である。 

 
表Ⅳ-4･1 成木初期の樹齢表 

主要樹種 成木初期樹齢 高さ (m) 幹周 (m) 枝幅 (m) 備考 

ソメイヨシノ 6～11年生 3.5 0.15  ヤマザクラ 同様 

スズカケノキ 5～10年生 3.5 0.15 1.0  

クスノキ 8～13年生 3.5 0.20 0.9  

シダレヤナギ 5～10年生 3.5 0.15 1.2  

ケヤキ 6～11年生 3.5 0.15   

ユリノキ 8～13年生 3.5 0.15   

トウカエデ 6～11年生 3.5 0.15 1.5  

イチョウ 8～13年生 3.5 0.15 1.0  

ウバメガシ 10～15年生 2.0  0.6  

マテバシイ 9～14年生 3.5 0.18 1.0  

アオギリ 7～12年生 3.5 0.15 0.9  

エンジュ 5～10年生 3.5 0.15 1.5  

シラカシ 10～15年生 3.5 0.15 0.7  

トチノキ 12～17年生 3.5 0.15   

※高さ、幹周については、成木初期樹齢の最も若い時期の形状寸法。 
     ※高さ、幹周については、苗圃の状況によっても多少の差が出るため、形状寸法はあくまでも推定値である。 

 
  

・更新の一例として、図Ⅳ-4･1 のように街路樹を交互に配置し、倒木した場合の道路閉塞の恐れを

軽減することや、防火水槽や標識・案内板などを見やすくして、防災上の配慮を踏まえた計画が

考えられる。 

 
 
・街路樹を交互に配置することにより、倒木しても通行可能なスペースが比較的大きく確保でき、道路閉塞の恐れが軽

減される。 

 
 

 
 
 

図Ⅳ-4･1 間引きによる道路閉塞の危険性の軽減策 
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（３）樹勢回復 

「街路樹防災診断」の結果、Ｃ判定でなく、伐採、更新には及ばないと判断された場合は、ここで

述べる「樹勢回復」または「（４）その他」で述べる手法を検討する。また、Ｃ判定で伐採すべきと

判断された場合でも、歴史的価値の大きい大径木など、外的に伐採以外の手法を検討する必要がある

場合も、以下の手法を検討する。 
 
①土壌改良 

腐朽菌以外に樹勢不良となる原因としては、締め固めによる根系発達不良、透水性不良等による

根腐れ、ｐＨおよび塩類濃度の異常による養分・水分の吸収阻害、植栽基盤範囲の狭小さに起因す

る土壌水分の不足（乾燥害）などがある。 

このような場合は土壌改良が有効であるが、それぞれに適した改良手法を検討するために、必要

に応じて植栽基盤土壌の調査を行う。調査方法としては表Ⅳ-4･2 に示すものがあり、必要に応じて

選択する。 

表Ⅳ-4･2 植栽基盤土壌の調査方法 

調査項目 調査方法・調査器具 目的 

土壌断面 

根系 

土壌断面調査（試坑掘削） 問題となる土層や原因を具体的に

把握することができる。また、土

壌改良の幅や広がりについて検討

するうえでの基礎資料となる。 
土壌硬度 山中式土壌硬度計 土壌断面調査時に各土層の硬度を

測定し、根系発達の適否を評価。 
 長谷川式土壌貫入硬度計 土壌断面を掘削せずに土壌硬度

（柔らか度）を測定し、根系発達

の適否を評価。 
透水性 長谷川式簡易現場透水試験 現場において透水性を測定し、透

水性の適否を評価。 
有効水分保持量 室内分析 金属製円筒により土壌を採取し、

植物が利用できる土壌中の水分量

を測定し、保水性の適否を評価。 
ｐＨ（Ｈ2Ｏ） 室内分析 土壌の酸度（酸性、中性、アルカ

リ性）を測定し、適否を評価。 
電気伝導度 室内分析 土壌中の塩類濃度を評価し、塩類

障害の有無を確認。 
養分分析 

（Ｎ／Ｐ／Ｋ／

腐植） 

室内分析 土壌の肥沃度を評価し、肥料設計

に用いる。 

 
また、表Ⅳ-4･3 に、一般的に用いられる土壌改良材の特性を示す。 

 
②土壌過湿対策 

過湿な植栽環境の場合は、暗渠の設置、不透水層の破壊・除去、過剰水分流入の防止などの処置を

行うことが有効である。 
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③土壌乾燥対策 

乾燥が著しい場合は、パーライト、堆肥、高分子系改良資材といった保水材を混入して保水力を高

めたり、堆肥などを土壌表面にマルチングし、水分蒸散を抑制する対策がある。      
 
④施肥・樹幹注入 

葉の矮小化、葉色の黄色化などの症状を示す樹勢低下に対しては、施肥や活力剤の樹幹注入が考え

られる。樹幹注入する場合は樹幹に穿孔することから、その修復と養生に十分留意する必要がある。 
 

表Ⅳ-4･3 土壌改良材の特性一覧 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                   ◎：特に有効   ○：有効   △：やや効果あり 

 

養分不足

（保肥力不足）

真珠岩パーライト ◎ ○

黒曜石パーライト ◎ ○

松脂石パーライト ◎ ○

硬質流紋岩発泡物 ○ ◎ △

珪藻土焼成粒 ○ ◎ △

粘土鉱物焼成粒 ○ ◎ △

木炭・再生炭 ○ ○ △

バーミキュライト ○ △

ゼオライト ◎

火山砂利 ◎

砂質客土 ○

粘質客土 ○ △

黒曜石パーライト筒詰体 ◎

バーク堆肥 △ ○ ○ △

モミ殻堆肥 △ ○ △

草炭（ピートモス） ○ △ ○ ○

ヤシガラ繊維、粉 ○ ○ ○ △

汚泥堆肥 ◎

都市塵疵コンポスト ◎

オガクズ入り牛糞堆肥 △ ◎ △

鶏糞発酵堆肥 △ ◎ △

植物残渣醗酵堆肥 △ ◎ △

微生物資材 △ △ ○ ○

高分子化合物 △ △ △

酸化剤 ○

撥水防止剤 ○

土壌酸度中和剤 ◎

複合土壌改良材 ◎ △ ◎

鉱物繊維改良材 ◎ ◎

化
学
・
高
分
子
系

そ
の
他

環　　境　　圧

過　乾 過　湿 固　結 有害物の存在ｐHの不良
土壌改良材の種類

無
機
質
系

有
機
質
系
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（４）その他 

これまで述べた手法のほか、街路樹の管理方法の工夫や植栽環境を改良することにより、街路樹の

生育健全化を図ることができる。また、物理的な措置により倒木を防ぐ手法もある。さらに、より良

好な街路樹再生整備のために有効なその他の手法もここでいくつか示す。 
これらの実施に際しては、必要に応じて、伐採・更新と同様、地域への配慮が必要であり、事前の

十分な周知、説明により地元住民や関係団体との合意形成を図らなければならない。また、必要に応

じ、東京都建設局公園緑地部計画課道路緑化計画係に報告または相談する。 
 
①間引き 

植栽当初の樹木間隔のまま大径木となったことによって、生育不良や視距の問題が生じるなど、さ

まざまな障害が発生することがある。こうした場合、以下のように千鳥状に間引きを行うことにより、

残された樹木の生育を促し、管理上の障害を取り除くとともに、良好な景観を形成することが期待で

きる。 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

図Ⅳ-4･2 間引きによる樹冠適正化の事例 
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②剪定 

街路樹が成長しすぎた結果、樹形の乱れや正常な生育が阻害される場合がある。以下に、大径木を

計画的に剪定することよって樹木規格を小さくし、良好な樹形と生育を取り戻した事例を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

図Ⅳ-4･3 剪定計画の事例 
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本路線においては、樹高 20m を越すケヤキ並木となっており、大枝が落下したり幹が裂けたり

するといった問題が発生していた。管理方法の一つとして剪定による樹高と樹形の管理が複数年

度にわたって実施されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多摩御陵線は剪定計画に基づき作業が行われ、樹高を押さえながら適正な樹冠形成を図っている。 

写真Ⅳ-4･1 剪定計画に基づく管理事例（多摩御陵線） 
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③根上がり対策 

根上がり対策は歩行者等の安全な通行のためにも必要であるが、街路樹の健全な根系生育のために

も有効である。以下のような手法があげられる。 
 

・Ｓ.Ｓ.Ｍ工法（根系誘導耐圧基盤） 

コーネル大学ニーナ・バサック（Nina Bassuk）教授考案開発。 

歩道路床部分に直径 30～40mm の単粒度骨材をかみ合わせ、これにより耐圧構造を形成すると

同時に、かみ合わせ部分の空隙に植物の生育基盤となる土壌を充填し、通気性の確保、養分・水

分の供給を図り根の誘導を図る工法。 

図Ⅳ-4･4 は、本工法を商品化した一例で、東邦レオ㈱のパワーミックス工法である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・防根シート 

折り曲げ自由なポリプロピレンを用いたシートを用い、根の伸長を制御し、根上がりなどを防

止する資材。バイオバリヤー、ＲＣＦ防根シート、ポリエチレン製耐根フィルムなどがある。 
     
  
 
 
 
 
 
 

図Ⅳ-4･4 パワーミックス工法 

写真Ⅳ-4･2 バイオバリヤー 
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図Ⅳ-4･5 バイオバリヤーによる施工例 

 
・エッジング等を用いた樹木根の伸張防止措置 

    歩道部舗装等の浮き上がりは、植樹枡外側へ根が伸張、肥大することが原因の一つである。 
   植栽用エッジング（樹脂製など）を用いることでこのような問題を軽減できる可能性がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          図Ⅳ-4･6 エッジングを用いた歩道表層面への根の伸張防止 
 
 
 
 
 

BB182B

植栽用エッジング

植栽帯 歩　道

モルタル目地

180

20

180

10

120

50
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・縁石を用いた根上がり防止措置 

通常よりも、鉛直方向に長い縁石を設置し、根系の伸長を抑制し、縁石の破壊、歩道舗装部へ

の根上がりを防止する工法である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅳ-4･7 縁石を用いた根上がり防止施工例 

 

・根系切除および補修 

すでに、街路樹の根系によって縁石や歩道舗装などに影響が及んでいる場合には、原因となる

樹木根系を切除し、縁石や舗装面を補修することが多い。 
ただし、支持根のような太い根系を切除する場合には、以下のような事から注意が必要である。 

 

 

根系を切除し補修する場合の問題点 
 
・切除対象となる根系が主要な支持根であり、切除後の樹木支持力が大きく減少

し、倒木危険度が高くなる。 
・地中での根系の正確な分布範囲は、目視では不明である。 

 

以上のことから、支持根のような太い根系を切除する場合には、地中探査レーダによる根系調

査（資料-4）などを用い、あらかじめ根系の発達状況を把握し、切除の適否を検討することも有

効である。 

 
 
 
 
 

根 

BB182B

植栽地

RC40

AS(細粒） 3
0

RC40

土壌改良材混合

1
0
0

5
0
0

300150

3
0
0

1
0

1
2
0

5
0

1
5
0

モルタル目地
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・植栽枡の補修・再整備 

大径木による根上がりの状況として、①植栽枡の規格が根元径に対し小さく、枡ブロックに影

響を及ぼしている、②植栽枡の平面的範囲を超えて根系が成長し、舗装面に影響を及ぼしている

ことがある。 
   これらの問題を解決するため、根系を切除し、植栽枡や舗装を元の形状に補修することが行わ

れてきた。しかし、大径木の健全化の観点からは、植栽枡を広げて充分な根系範囲を確保するこ

とが望ましい。植栽枡などを広げることが可能な場合には選択肢の一つとして考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

（留意点：歩道幅員が狭くなることによって通行障害にならないことが必要。必要に応じて踏圧防止板を利

用する） 

 

図Ⅳ-4･8 植栽枡の補修・再整備の例 

枡ブロックの破壊 

根上がりによる舗装

凹凸 

植栽枡の拡大部分に 
踏圧防止板を設置 

単独枡から植栽帯へ拡大 
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④中低木の植替え・補植 

大径木の樹冠下の中木や低木は、日照不足等により樹勢が低下していることがある。この場合には

大径木再生整備に合わせて、植替え、樹種変更、補植などを検討する。 
 

⑤縁石・植栽保護柵などの補修 

根系や樹幹の成長により、縁石や植栽保護柵が押し出され破損している場合がある。大径木再生に

合わせて、補修または再整備を検討する。 
 

⑥物理的倒木防止措置 

倒木を防止するため、適切な支柱設置や、受ける風圧を軽減するための軽減剪定を行う。写真Ⅳ-4･

3 は、ケーブルを樹木同士に設置することにより倒木・枝折れ落下を防ぐシステム（コブラツリーケ

ーブリングシステム）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真Ⅳ-4･3 ケーブルによる倒木・落枝防止措置 

 

⑦支柱撤去・取替え・新設 

「街路樹防災診断」の判定結果などから、支柱の撤去、取替え、または新設の必要性が認められれ

ば適宜対応する。 
 
⑧空き枡への植栽 

何らかの理由で植栽されていない植栽枡がある場合、支障がない限り、環境に合わせた樹種の植栽

を行う。 
 

⑨不要切下げ部等、植栽可能箇所への植栽 

不要切下げ部など、植栽枡、植樹帯等を新設または増設することによって植栽可能となる箇所があ

る場合は、新たに植栽することを検討する。その場合、周囲の環境に配慮するとともに、必要に応じ

て沿道住民等との調整を行う必要がある。 
 

コブラロープ 緩衝材 
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５. 管理方針の作成（「街路樹よくなるシート」の作成） 

 
大径木再生により再生整備された街路樹は、防災を含め、その機能を十分に果たすために、良好な管

理を継続して行うことが重要である。そのためには管理方針が明確になっている必要がある。つまり、

「大径木再生整備方針」、「大径木再生整備方法」は、管理方針と一体的に検討すべきものである。 
東京都の街路樹は「街路樹よくなるシート」により、目標樹形、管理方針などを設定し、管理してい

る。本整備設計の検討により、場合によっては従前の目標樹形を改めるとともに、管理方針や管理方法

を変更する必要がある。そこで、「大径木再生整備設計」の中で対象路線の「街路樹よくなるシート」

を作成し、従前のものを更新することとした。これを「大径木再生整備方針」や「大径木再生整備方法」

の検討に活かすとともに、将来の管理において有効に活用できるようにする。 
 

（１）作成方法 

別添の作成要領に従い、各路線ごとに、「街路樹よくなるシート」を作成する。なお、「街路樹よく

なるシート」だけでは不十分と判断される場合は、必要に応じて、詳細な管理方法等を記載した資料

を添付する。 
【添付資料】剪定計画に基づく剪定の強度、頻度、ローテーションおよびこれらの図解など 

 
（２）シートの管理と利用方法 

  作成後、紙データおよび電子データを東京都建設局公園緑地部計画課道路緑化計画係に提出する。 
  「街路樹よくなるシート」の利用場面を以下に示す。 

・剪定時（目標樹形の提示、管理方針の妥当性確認） 
   ・街路樹診断時（目標樹形の提示、管理方針の妥当性確認） 
   ・職員による日常的点検時（目標樹形の確認、管理方針の確認・見直し） 
    など 
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６. 実施設計 
  
以上の検討結果等に基づき、「大径木再生整備工事」の実施設計を行う。 

 
（１）図面作成 

大径木整備方法の検討結果に基づき、「大径木再生整備工事」の内容を図面化する。 
 

（２）計算書の作成  

各図面から数量を拾い、集計・計算し、数量計算書を作成する。  
 

（３）工事費の算出 

各工種の数量を確認のうえ、適切な単価をもとに積算して工事費を算出するとともに、代価明細表、

工事内訳書、工事総括書を作成する。 
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項目 回答数

根上がり（歩道） 42
根上がり（車道） 2

建築限界 18
歩道幅員不足 20

視距不良 14
倒木 20

樹勢低下 14
病害虫 23
落葉 46
落枝 29

剪定の障害 8
架線緩衝 8

その他構造物との問題 5
その他※ 41

回答合計 290

聞き取りにより問題となっていると回答した事項

資料-1 平成 24 年度における各建設事務所などの街路樹管理における課題一覧 

東京都の街路樹を管理している建設事務所（11 事務所）、および、国土交通省東京国道事務所の街

路樹管理担当者等への聞き取りを行い、現状における大径木が抱える問題点についての聞き取り調査

を実施し、課題を取りまとめた。 

 

聞き取り結果・現地踏査結果の集計結果を以下に示す。 

表 1 聞き取り結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その他内訳 回答数
（住民協議・歴史的価値関連） 12
　日照苦情（街灯遮蔽含む） 3

商店看板遮蔽 2
樹液苦情 1
葉臭い苦情 2

枝触れ看板など破損 1
高木下の中低木の生育不良 2

管理費増大 3
遮蔽物で樹木傾斜 2

ムクドリ苦情 2
ヒコバエ建築限界 1

地形状風通り道・倒木枝折れ多い 1
施設工事（CCBOX、自転車専用道、透水舗装など）で街路樹根傷 2

幹が太って縁石喰い、縁石破損 2
その他 8

1



  

 

根上がり（歩道） 根上がり（車道） 建築限界 歩道幅員不足 視距不良 倒木 樹勢低下 病害虫 落葉 落枝 剪定の障害 架線緩衝 その他構造物との問題 その他
第一建設事務所 -413 エンジュ ○

靖国通り ソメイヨシノ ○ ○ 病害虫はコスカシバ
内堀通り サクラ ○ ○ マラソンコース、イタリア文化会館より切るな、との話あり
内堀通り ユリノキ ○ ○ ○ ○ 自転車通行帯の整備あり。
六本木通り イチョウ ○ ○ ○ ○ まちづくり協議会よりバランスとれた剪定要望あり
昭和通り イチョウ ○ 苦情多い
新大橋通り スズカケノキ ○ 落葉苦情多い

第二建設事務所 多摩堤（ガス橋） ケヤキ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 維持管理費不足・管理に際し住民への理解を求めることが重要
その他太田工区内 ケヤキ ○ ○ ○ 管理に際し住民への理解を求めることが重要
その他太田工区内 イチョウ ○ ○ ○ 管理に際し住民への理解を求めることが重要
世田谷通り（上町～上馬5丁目） イチョウ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ インターロッキング舗装改修の際根を切断している。伐採には住民の理解が必要。地元住民と利用者との意識の違いが調整の困難を生む。

-427桜新町 サクラ ○ ○ ○ ○ ○ 台風により枝が看板を破損。
その他世田谷工区 エンジュ ○ ○ ○ ○ ○ ○
その他世田谷工区 ケヤキ ○ ○ ○ ○ ○ ○
その他世田谷工区 イチョウ ○ ○ ○ ○ ○ ○
その他世田谷工区 モミジバフウ ○ ○ ○ ○ ○ ○
太田工区 アオギリ ○ ○
太田工区 スズカケノキ ○ ○
太田工区 イチョウ ○ ○
太田工区 エンジュ ○ ○

第三建設事務所 中野通り サクラ ○ ○ ○ ○ ○ 近隣住民と協議しながら管理、腐朽菌に罹病木あり
中杉通り ケヤキ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ケヤキ同士の被圧（植栽間隔狭い）協議会を通した管理（モデル地設定）
上鷺宮 モミジバフウ ○

トウカエデ ○
新青梅街道 モミジバフウ ○
井の頭通り エンジュ ○ ○ ○ ○ ○ 現在先行して防災機能強化のための街路整備を実施中
井の頭通り ハクウンボク ○
その他 ○ 同路線で違う事務所間で剪定・管理方法の統一を図る必要あり

第四建設事務所 音羽通り クスノキ ○ 高速道路と高層ビルに被圧
音羽通り ケヤキ ○ ○ 高速道路脇であるため車道側に傾斜
特446 ケヤキ ○
環七 クスノキ ○ ○ 植樹帯よりはみ出る（幹肥大）
別荘橋通り アカマツ ○ ○ マツノザイセンチュウ対策でマツガード使用
別荘橋通り ソメイヨシノ ○ ○
別荘橋通り ケヤキ ○ ○
仙川通り サクラ ○ ○ ○ ○ 建築限界は、冬季などはクリアしていても、葉の付いた雨季などは、重さで下がり事故に繋がる場合あり。樹勢はC判定ないが注意必要。

環八 ケヤキ（ムサシノ） ○
富士街道 ケヤキ ○ ○ ○ ○ 建築限界は民地側
富士街道 ユリノキ ○ ○ ○ 葉の臭い苦情あり、ヤマボウシに樹種変換中
石神井 ユリノキ ○ ○ ○
目白通り ケヤキ ○
目白通り クスノキ ○
青梅街道 ケヤキ ○ ○ 現在は計画的に剪定を進めている
その他 スズカケノキ ○ ○ ○ スズカケノキはトラブル多い、害虫はグンバイムシ多い

第五建設事務所 明治通り（向島～白髭橋） イチョウ ○ ○ 幹エプロンより張り出し
墨堤通り（綾瀬橋～白髭東） スズカケノキ ○ ○ ○ ○ 地形・建物　配置で風の通り道になる。害虫はゴマダラカミキリ、CCBOX埋設で根が切られている。

三ツ目通り 常緑高木・中木・低木複合 ○
柴又街道（水戸街道との交差点） イチョウ ○ ○ ○ ○ ○ 道路幅員狭い場所は剪定がブツ切りにならざるを得ない
柴又街道（南小岩付近） エンジュ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 道路幅員狭い場所は剪定がブツ切りにならざるを得ない。
東篠崎1丁目 ソメイヨシノ ○ ○ ○ ○ ○ 害虫はコスカシバ、アメリカシロヒトリ。道路整備前よりあった並木、車両制限高さ確保不可能。

環七（青砥橋） ケヤキ ○ ○ 橋スロープに位置、高所作業車利用不可
環七（青砥陸橋） クスノキ ○ ○ ○
環七（奥戸一丁目） ケヤキ ○ ○
環七（上一色一丁目～京葉道陸橋） ケヤキ ○ ○ ○ 害虫はアブラムシ
環七（上一色一丁目～京葉道陸橋） トウカエデ ○ 道路幅員狭い場所は剪定がブツ切りにならざるを得ない。
環七（松本連続陸橋） ケヤキ ○ 道路構造物への枝緩衝あり
永代橋通り（門前仲町1~二丁目） ソメイヨシノ ○ ○ ○ 富岡一丁目～二丁目までアーケードがあり、枝が建築限界を超える。
船堀街道（松枝～浮田橋） アオギリ ○ ○ ○ ○ 剪定作業が難しい、満足な樹形にできない
平和橋通り（小菅二丁目～水戸橋） エンジュ ○ ○ ○ ○ 剪定作業が難しい、満足な樹形にできない

○ ccボックス、歩車道境界石のセミフラット化、自転車通行帯の整備といった他の整備に伴い、街路樹の根が傷つけられる場合がある。
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根上がり（歩道） 根上がり（車道） 建築限界 歩道幅員不足 視距不良 倒木 樹勢低下 病害虫 落葉 落枝 剪定の障害 架線緩衝 その他構造物との問題 その他
第六建設事務所 旧白山通り ケヤキ ○

旧白山通り ユリノキ ○ ○ 植枡に対して幹太い
北区内 イチョウ ○ 北区内イチョウ大切にしている傾向あり
目白通り イチョウ ○ C1.8m以上の木あり、今後の管理懸念
全体 イチョウ ○ ○
全体 ユリノキ ○ ○
全体 ケヤキ ○ ○
千川通り イチョウ ○ 2年前に1本台風時に倒木
本郷通り イチョウ ○ ○
台東区内 スズカケノキ ○ 樹種変更希望多い

南多摩東建設事務所 -158（ニュータウン通り） イチョウ ○ ○ ○
主-57 ケヤキ ○ ○ ○ ○ 商店看板が見えずクレームあり
主-57 ユリノキ ○

町田街道 不明 ○ ○ 商店看板が見えずクレームあり
-155号 ヤマザクラ ○ 害虫はアメリカシロヒトリ
多摩地区 ベニバナトチノキ ○ ムクドリのフン害

北多摩北部建設事務所 志木街道 ケヤキ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外灯がさえぎられ暗い。都内の景勝地100選（Ｓ.57）。Ｈ11連絡会設置、周辺住民らと共に15名の委員。

129号線 ケヤキ ○
新奥多摩街道（日野橋付近） イチョウ ○
29号　連雀通り ○ ○ ○ ヒコバエが多く、車道へ飛び出す。
59号 プラタナス ○ プラタナスグンバイの被害。
59号 プラタナス ○ ○ 中古車販売業者から樹液の苦情。

南多摩西部建設事務所 多摩御陵線 ケヤキ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 維持管理計画による剪定を実施しているものの、年々管理費が増加する。八王子市による公共施設の景観配慮施策あり

長房団地入り口 ケヤキ ○ ○ 伐採したいが、住民の反対意見有り。
甲州街道 イチョウ ○ ○ ○ 根元に低木があり腐朽確認しづらい。
61号 ○
野猿街道 ○ ○ ○ 鬱蒼として歩道、車道暗い。
155号　豊田駅付近 イチョウ ○ 幹が車道側へ張り出す。

杉並区 阿佐ヶ谷駅前バスロータリー スギ ○ ○ 風によって枝が接触し光ファイバー切断。剪定時に電線切断。
川沿い遊歩道 サクラ・ケヤキ ○ ○
立正佼成会前 イチョウ ○
井草川遊歩道 サクラ ○ ○
その他 クスノキ ○ 傾斜している。近隣住民の意見が異なり両者に意見を聞きながら対応。
道路全般 ○ ○ ○ ○ ○ 予算がなく支障枝剪定のみ、樹冠のボリュームが大きくなっている。法面部は手をつける余裕なし。

北多摩南部建設事務所 248　新小金井街道 ヤマザクラ ○ ○ ○ 腐朽
248　新小金井街道 ヤマザクラ ○ 隣接地への支障枝剪定。
248　新小金井街道 ヤマザクラ ○ 高木下の低木の樹勢低下
248　新小金井街道 ヤマザクラ ○ 歴史があり樹種変更困難
248　新小金井街道 ヤマザクラ ○ サクラに対する住民の感情が異なる。除去の要望と、残して欲しいという要望とがある。
主17　所沢府中線 サクラ ○ ○ ○ 隣接地への支障枝剪定。
主14　東八度尾路 クスノキ、ユリノキ ○ ○ ○ ○ 北側住居の日照不良
主7　井の頭通り ケヤキ ○ ○ 北側住居の日照不良
247　東大通り ケヤキ ○ ○ ○

調布市 野川サイクリングロード サクラ ○ 空洞化、根が張っていないことが確認された樹木もある。
市街地部一般 ケヤキ・サクラ ○ ○ ○ 虫害：サクラ-ケムシ　剪定対応
深大寺通り サクラ ○ アメリカシロヒトリ、観光地で薬剤散布しておく必要がある。
仙川駅前 ケヤキ ○ ムクドリの苦情。伐採更新
神代植物公園通り サクラ ○ ○ 高木下の低木が枯れる。

西多摩建設事務所 奥多摩街道 トウカエデ、イチョウ ○ ○ ガードレールに幹が食い込む
市街地部一般 イチョ ウ・ケヤキ・トウカエデ ○ ○ ○
179号 ケヤキ ○ 間隔が狭く、樹形に影響。

学識経験者・診断協会 表参道 ケヤキ ○ ○ 地中部の不安あり、計画的な剪定必要
その他 ○ 地中に絡む工事履歴が不明で、根の切断の履歴がわからない
その他 ○ 幹の大きさに見合った植栽枡の規格検討必要
その他 ○ 樹種毎の更新年目安について検討も必要
その他 ○ トラブルに対処する剪定しかできていないのが現状

備考事務所名 路線名（場所） 樹種
通行障害に関する事項 街路樹生理的事項 その他
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選

△
×

×
○

×
×

△
△

○
○

○
自

○
△

○
○

○
▲

ハ
ー

ト
型

の
小

葉
が

美
し

い
、

乾
燥

注
意

、
痩

せ
地

は
不

適

2
0

ケ
ヤ

キ
落

広
早

陽
3
0
m

2
0
m

1
.0

0
.8

浅
△

×
△

△
×

×
○

○
○

○
○

○
自

注
○

△
○

▲
○

◎
※

扇
状

の
木

姿
が

特
徴

、
枝

が
上

で
広

が
り

緑
陰

効
果

大
★

枝
折

れ
多

く
注

意
が

必
要

2
1

コ
ブ

シ
落

広
早

中
1
5
m

1
5
m

0
.8

0
.8

中
×

×
△

○
△

×
△

×
○

自
注

▲
▲

○
○

○
○

春
先

に
一

面
白

い
花

、
姿

が
良

い
、

黄
緑

色
の

葉
、

移
植

に
注

意

2
2

ザ
イ

フ
リ

ボ
ク

落
広

中
1
0
m

8
m

1
.0

0
.8

中
×

△
○

×
×

×
○

自
△

○
○

○
▲

繊
細

な
樹

形
、

春
先

に
白

い
花

が
樹

冠
全

体
に

、
実

を
鳥

が
好

む
2
3
-
1

サ
ク

ラ
‘
天

の
川

’
落

広
陽

1
0
m

1
0
m

0
.6

0
.6

中
△

△
×

×
×

○
○

在
エ

△
▲

○
○

▲
－

上
に

伸
び

る
、

狭
い

所
で

も
可

、
枝

を
切

る
と

病
気

に
な

り
や

す
い

、
樹

勢
弱

2
3
-
2

サ
ク

ラ
‘
染

井
吉

野
’

落
広

早
陽

1
0
m

1
0
m

1
.2

1
.2

中
△

×
△

△
×

×
△

△
○

○
○

在
エ

注
△

▲
▲

○
▲

◎
※

サ
ク

ラ
の

代
表

。
寿

命
短

い
。

★
枝

先
が

垂
れ

、
病

虫
害

を
受

け
や

す
く
、

注
意

が
必

要
2
3
-
3

オ
オ

ヤ
マ

ザ
ク

ラ
落

広
早

陽
1
0
m

1
0
m

1
.0

1
.0

中
選

×
○

○
○

○
○

在
△

▲
▲

○
▲

△
花

は
紅

色
か

ら
淡

紅
色

、
虫

害
多

い
2
3
-
4

シ
ダ

レ
ザ

ク
ラ

落
広

早
陽

2
0
m

2
0
m

1
.2

1
.2

中
△

△
○

×
○

○
○

在
▲

▲
▲

○
▲

○
植

付
時

か
ら

数
年

間
、

仕
立

が
必

要
2
3
-
5

ヤ
マ

ザ
ク

ラ
落

広
早

陽
1
0
m

1
0
m

1
.0

1
.0

中
○

△
△

×
×

△
○

○
○

○
自

○
▲

▲
○

▲
▲

花
は

淡
紅

白
色

、
虫

害
多

い

2
4

サ
ル

ス
ベ

リ
落

広
不

整
形

早
陽

1
5
m

8
m

1
.2

0
.8

中
○

○
○

×
○

△
△

○
×

○
外

注
○

○
○

○
▲

△
夏

の
間

花
が

咲
き

続
け

る
、

幹
肌

が
特

徴
的

、
カ

イ
ガ

ラ
ム

シ
注

意

2
5

シ
ダ

レ
ヤ

ナ
ギ

落
広

早
陽

1
5
m

8
m

1
.0

0
.6

深
○

○
△

○
○

○
×

△
○

外
注

○
○

▲
○

▲
△

※
う

ろ
、

水
辺

地
向

き
★

建
築

限
界

内
へ

の
枝

の
伸

長
、

風
倒

被
害

が
多

く
注

意
が

必
要

2
6

シ
デ

コ
ブ

シ
落

広
遅

中
5
m

5
m

0
.8

0
.8

中
×

×
△

△
△

×
○

×
○

在
▲

▲
○

○
○

－
コ

ブ
シ

似
、

春
先

に
八

重
桃

色
花

、
芳

香
有

、
緑

陰
が

少
な

い

2
7

シ
ン

ジ
ュ

落
広

早
陽

2
0
m

1
0
m

1
.0

0
.6

中
△

△
○

△
○

×
○

△
○

外
注

注
○

○
○

○
○

▲
樹

形
維

持
が

困
難

2
8

ス
ズ

カ
ケ

ノ
キ

落
広

早
陽

3
0
m

1
5
m

1
.0

0
.6

中
△

△
○

○
△

○
×

△
△

○
○

外
○

○
▲

▲
▲

△
大

き
な

葉
、

毛
虫

被
害

大
、

カ
ミ

キ
リ

ム
シ

被
害

2
9

ト
ウ

カ
エ

デ
落

広
早

陽
1
5
m

8
m

1
.0

0
.6

浅
△

△
△

△
○

○
△

△
○

○
○

外
注

注
○

○
▲

○
▲

▲
紅

葉
す

る
、

ア
ブ

ラ
ム

シ
が

つ
く

3
0

ト
チ

ノ
キ

落
広

早
陰

2
0
m

1
5
m

0
.8

0
.6

深
×

△
×

○
△

△
×

△
○

○
○

○
自

注
△

△
○

▲
○

△
葉

が
大

き
く
落

葉
処

理
が

難
し

い
、

黄
葉

す
る

。

3
1

ト
ネ

リ
コ

落
広

遅
中

1
5
m

1
5
m

0
.8

0
.8

深
選

×
○

△
△

×
○

×
×

自
○

○
○

○
▲

△
ハ

バ
チ

被
害

、
水

辺
地

向
き

3
2

ナ
ツ

ツ
バ

キ
落

広
早

中
1
5
m

1
5
m

0
.8

0
.8

浅
×

×
×

△
×

△
×

×
○

○
自

△
▲

○
○

○
△

夏
の

高
温

乾
燥

に
注

意
、

枯
れ

や
す

い
、

幹
肌

が
美

し
い

、
白

い
花

3
3

ナ
ン

キ
ン

ハ
ゼ

落
広

早
陽

1
5
m

8
m

1
.0

0
.6

浅
△

○
△

×
○

△
×

○
△

○
外

注
注

△
○

○
○

○
△

紅
葉

す
る

、
種

子
は

有
毒

3
4

ニ
セ

ア
カ

シ
ア

落
広

早
陽

2
0
m

1
0
m

1
.0

0
.6

中
○

△
△

△
○

×
○

△
外

注
注

△
○

○
○

▲
▲

初
夏

に
房

状
の

白
い

花
が

咲
く
、

が
ん

し
ゅ

病

3
5

ハ
ク

ウ
ン

ボ
ク

落
広

早
中

1
0
m

1
0
m

0
.8

0
.8

浅
選

△
○

×
×

×
○

自
○

▲
○

○
○

▲
5
,6

月
に

白
い

花
が

垂
れ

下
が

る
、

大
き

な
丸

葉
、

高
温

乾
燥

に
注

意

3
6

ハ
ク

モ
ク

レ
ン

落
広

遅
中

1
5
m

1
5
m

1
.0

1
.0

中
△

△
△

△
×

△
△

○
外

注
▲

▲
○

○
○

▲
春

先
に

一
面

白
い

花
、

移
植

に
注

意

3
7

ハ
ナ

ノ
キ

落
広

陽
2
0
m

1
5
m

0
.8

0
.6

浅
△

△
△

○
○

○
○

在
△

△
○

○
▲

△
春

に
紅

花
、

紅
葉

す
る

、
乾

燥
に

や
や

弱
い

、
カ

ミ
キ

リ
ム

シ
被

害
あ

り

3
8

ハ
ナ

ミ
ズ

キ
落

広
遅

中
1
0
m

5
m

1
.0

1
.0

浅
△

△
△

△
×

△
△

×
○

○
○

外
注

注
○

△
○

○
▲

白
▲

赤
△

夏
の

高
温

乾
燥

に
注

意
、

枯
れ

や
す

い
、

春
に

白
花

・
桃

花
・
赤

花
、

花
粉

ア
レ

ル
ギ

ー

3
9

ヒ
ト

ツ
バ

タ
ゴ

落
広

陽
2
0
m

2
0
m

0
.8

0
.8

浅
○

△
△

△
○

○
在

△
▲

○
○

○
△

な
ん

じ
ゃ

も
ん

じ
ゃ

の
木

、
5
,6

月
に

白
い

花
が

一
面

に
咲

く

4
0

ヒ
メ

シ
ャ

ラ
落

広
早

中
1
0
m

1
0
m

0
.8

0
.8

浅
×

×
×

○
×

△
×

×
○

○
在

○
▲

○
○

○
▲

夏
の

高
温

乾
燥

に
注

意
、

枯
れ

や
す

い
、

幹
肌

が
特

徴
的

、
5,

6
月

に
白

い
花

、
虫

害
あ

り

4
1

フ
ウ

落
広

早
中

2
0
m

1
0
m

0
.8

0
.4

中
△

△
×

△
×

○
○

外
▲

○
○

○
▲

×
ア

メ
リ

カ
シ

ロ
ヒ

ト
リ

、
カ

イ
ガ

ラ
ム

シ
被

害
、

樹
形

維
持

が
困

難
、

枯
れ

折
れ

あ
り

4
2

メ
タ

セ
コ

イ
ア

落
針

早
陽

3
0
m

1
5
m

0
.6

0
.4

深
選

×
○

△
○

×
△

×
×

○
外

○
○

○
▲

○
▲

落
葉

針
葉

樹
、

病
害

虫
は

少
な

い
、

水
辺

向
き

、
痩

せ
地

不
向

き

4
3

モ
ミ

ジ
バ

フ
ウ

落
広

早
陽

3
0
m

1
5
m

0
.8

0
.4

中
×

○
△

×
○

○
△

×
○

○
外

▲
○

○
○

▲
○

ア
メ

リ
カ

シ
ロ

ヒ
ト

リ
、

カ
イ

ガ
ラ

ム
シ

被
害

、
樹

形
維

持
が

困
難

、
枯

れ
折

れ
あ

り

4
4

ヤ
マ

ボ
ウ

シ
落

広
遅

中
1
0
m

1
0
m

0
.8

0
.8

浅
○

○
×

○
○

自
○

△
○

○
○

▲
ハ

ナ
ミ

ズ
キ

似
、

6月
に

白
い

花
、

紅
葉

す
る

4
5

ユ
リ

ノ
キ

落
広

早
陽

3
0
m

2
0
m

0
.8

0
.6

深
選

△
×

△
△

△
○

×
○

△
○

○
○

外
▲

△
○

▲
○

△
樹

形
が

ま
と

ま
り

や
す

い
、

黄
葉

、
5
,6

月
に

黄
色

い
花

特
記

事
項

に
※

が
あ

る
樹

種
に

つ
い

て
は

、
将

来
的

に
管

理
上

の
問

題
が

生
じ

る
場

合
が

あ
る

の
で

、
採

用
に

あ
た

っ
て

は
十

分
に

検
討

す
る

こ
と

。

「
エ

」
は

園
芸

品
種

。

特 記 事 項

　 備 　 　 　 考

耐 移 植 性

耐 剪 定 性

剪 定 頻 度

落 葉

病 虫 害

流 通 性

紅 葉

シ ン ボ ル 性

在 来 ／ 外 来

根 系 逸 出

種 子 逸 出

交 雑 性

延 焼 防 止

大 気 浄 化

緑 陰

新 緑
花

実

耐 湿 性

耐 暑 性

耐 寒 性

耐 潮 性

耐 煙 性

耐 風 性

自 然 枝 張

（ 枝 張 り / 樹 高 ）

枝 張 限 界 （ 剪 定 ）

（ 枝 張 り / 樹 高 ）

根 系 　 浅 根 ／ 深 根

根 系 誘 導 性

歩
道

幅
員

適
応

（
指

標
）

耐 乾 性

管
理

特
性

N
o
.

樹 種

常 緑 樹 ／ 落 葉 樹

針 葉 樹 ／ 広 葉 樹

剪 定 標 準 樹 形

成 長 速 度

陰 樹 ／ 陽 樹

自 然 樹 高

樹 高 限 界 （ 剪 定 ）

樹
種

特
性

空
間

適
応

性
環

境
適

応
性

環
境

・
機

能
特

性
景

観
特

性
生

態
影

響
特

性

道
路

施
設

・
占

有
物

と
の

位
置

関
係

自
然

条
件

環
境

等
景

　
　

観
生

態
系

管
理

計
画

資料－2 主要 45 種 
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資料－3 新樹種 
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資料－4 地中探査レーダ 

 

 

＜地中探査レーダ（商品名：MGPR-10）＞ 

・地中電磁波により非破壊探査で掘削をせずに根系伸長状況を推定する。    

・アンテナから地下に向けて放射された電磁波が、電気的性質の異なる樹木根、埋設管、地層境

界、空洞などに当たって反射する性質を利用している。 

・反射画像から樹木根と推定される反射面を抽出し位置がプロットされるので、測定技術者が根

系の伸長方向と分布範囲を推定する。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 機器とアンテナ 

測定状況 

MGPR-10 機器 

6



 

工区名

ｱ. 標識 ｲ. 信号 ｳ.

ｴ. 切下げ部からの視距不良 ｵ. 公共施設等の表示

ｶ. 住宅街（低層） ｷ. 商店街（低層） ｸ.

ｹ. 住宅街（高層） ｺ. 商店街（高層） ｻ.

ｼ. オープンスペース ｽ.

ｾ. 架線への影響 ｿ. 上下全線にわたる通行障害 ﾀ.

歩道側 ﾁ. 大枝 ﾂ. 大枝以外

車道側 ﾃ. 大枝 ﾄ. 大枝以外

ﾅ. 歩道側舗装浮き ﾆ. 歩道側縁石破壊 ﾇ.

歩道側 ﾈ. 枝 ﾉ. ヒコバエ ﾊ. 民地への入り込み ﾋ. 沿道建築物接触

車道側 ﾌ. 枝 ﾍ. ヒコバエ ﾎ.

落葉

その他

街路樹防災診断結果

A B1 B2 C

道路
構造

歩道構造 車道構造

倒木による障害

留意事項

沿道土地利用

根上がり

建築限界

落枝の危険

その他(              　　　　　　           )

民地への影響

№

事務所名

路線番号

対象区間（起）

植
栽
間
隔

（ｍ）

視距不良
街灯の遮蔽

住民協働

要望・苦情

歴史・景観

中央分離帯

ｍ

ｍ

ｍ

樹高（ｍ） 幹周（ｃｍ）

ｍ

ｍ

□な　　し　　□植樹帯　　□中央分離帯　　□交通島　　□その他緑地（　　　　　　　　　　　　　）

作成年月日

通称名路線名

主な街路樹形態 □単独枡　　□植樹帯　　□中央分離帯　　□交通島　　□その他緑地（　　　　　　　　　　　　　）

距離（Ｋｍ）

その他植栽施設

対象区間(終）

車道幅員有効幅員

植樹幅員

車線数

高木樹種 数量(本）

車道側縁石破壊

維持管理上の
問題

その他

歩道幅員

その他

オフィス街（低層）

オフィス街（高層）

ｍ

資料－5 大径木再生基礎調書（様式）【表】 
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資料－5 大径木再生基礎調書（様式）【裏】                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大径木現況模式図（平面図）

※車道、歩道、方位、樹木位置、樹冠、沿道建築物など記入

※車道、歩道、方位、樹木位置、樹冠、沿道建築物など記入

大径木現況模式図（断面図）
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資料－6 大径木再生基礎調書（記入例）【表】   

工区名

121

92

ｱ. 標識 ｲ. 信号 ｳ.

ｴ. 切下げ部からの視距不良 ｵ. 公共施設等の表示

ｶ. 住宅街（低層） ｷ. 商店街（低層） ｸ.

ｹ. 住宅街（高層） ｺ. 商店街（高層） ｻ.

ｼ. オープンスペース ｽ.

ｾ. 架線への影響 ｿ. 上下全線にわたる通行障害 ﾀ.

歩道側 ﾁ. 大枝 ﾂ. 大枝以外

車道側 ﾃ. 大枝 ﾄ. 大枝以外

ﾅ. 歩道側舗装浮き ﾆ. 歩道側縁石破壊 ﾇ.

歩道側 ﾈ. 枝 ﾉ. ヒコバエ ﾊ. 民地への入り込み ﾋ. 沿道建築物接触

車道側 ﾌ. 枝 ﾍ. ヒコバエ ﾎ.

落葉 （記入例）　近隣住民より落葉による苦情多い。

その他

街路樹防災診断結果

A 10本 B1 B2 6本 C

沿道土地利用

7.2

車道幅員道路
構造

歩道構造 車道構造

有効幅員

植樹幅員

歩道幅員

中央分離帯

車道側縁石破壊

維持管理上の
問題

その他

根上がり

建築限界

33本

例）世田谷通り

距離（Ｋｍ）

例）世田谷町田線

△△交差点

12.0

その他

オフィス街（低層）

オフィス街（高層）

民地への影響

2

主な街路樹形態 □単独枡　　□植樹帯　　□中央分離帯　　□交通島　　□その他緑地（　　　　　　　　　　　　　）

高木樹種
イチョウ

数量(本）
52

トウカエデ

その他植栽施設

2

対象区間(終）

○○建設事務所

○○工区

通称名例）主-3

0ｍ

幹周（ｃｍ）

0.85ｍ

植
栽
間
隔

（ｍ）

視距不良
街灯の遮蔽

住民協働

要望・苦情

歴史・景観

0.94ｍ

ｍ

8.0ｍ

5本

倒木による障害

留意事項

路線名

1.97ｍ

路線番号

対象区間（起）

車線数

樹高（ｍ）

作成年月日001 平成○○年○○月○○日

落枝の危険

その他(  幹太りによりガードパイプが車道側に飛び出している箇所あり    )

№

事務所名

1.1

□な　　し　　□植樹帯　　□中央分離帯　　□交通島　　□その他緑地（　　　　　　　　　　　　　）

○○交差点

3.8

・高所作業車設置不可能箇所があり、剪定管理が困難

・病害虫（○○ムシ、△△病）発生により樹勢低下が見られる。

・商店街を中心とした「○○イチョウの会」による協議会あり。

・イチョウはできる限り切らないで欲しいという意見と落葉で困るので樹種を変えて欲しいとの2つの意見あり。

・近隣住民にイチョウ並木として親しまれている。
・戦後住民により植えられた歴史ある街路樹であり区民に銀杏並木として親しまれている。

・根上がりによる歩道浮き上がりが激しく、歩行の支障となっている。

・工事計画に当たっては、「○○イチョウの会」を中心とする近隣住民との協議が必要。

（記入例）

（記入例）

（記入例）

（記入例）

（記入例）
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資料－6 大径木再生基礎調書（記入例）【裏】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大径木現況模式図（平面図）

※車道、歩道、方位、樹木位置、樹冠、沿道建築物など記入

※車道、歩道、方位、樹木位置、樹冠、沿道建築物など記入

大径木現況模式図（断面図）

0.75 0.75

11.0

7.02.0 2.0

車線

建物〔オフィス高層〕　

歩道

歩道

7
0
0
0

2
0
0
07

5
0

住宅（低層）

N

　　　オフィス（高層）

12ｍ 

4ｍ 

7ｍ 

建物 

建物 

車線 

歩
道 

植
栽
帯 

車線 

歩
道 

植
栽
帯 

11.0 

7.0 

0.75 0.75 

2.0 2.0 
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資料－7 街路樹よくなるシート（様式）【表】 
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資料－7 街路樹よくなるシート（様式）【裏】                      
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資料－8 街路樹よくなるシート（記入要領）【表】 
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資料－8 街路樹よくなるシート（記入要領）【裏】    
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資料－9 街路樹よくなるシート（記入例）【表】                    
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資料－9 街路樹よくなるシート（記入例）【裏】    
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資料－10 街路樹防災診断等委託 単価契約 特記仕様書 

街路樹防災診断等委託 単価契約（○○） 特記仕様書 

 

1. 本委託業務は、特に診断の専門性や正確性が求められることから、樹木医（一般財団法人 日本緑

化センター認定）で、5 年以上の樹木診断の実務経験があり、加えて、東京都における街路樹診断の

実務経験があり、かつ、街路樹診断士（一般社団法人 街路樹診断協会認定）の資格をもつ者が行う

こととし、本委託の参加業者資格は、この要件をみたす者の所属する法人等とする。 

 

2. 本委託業務は、本特記仕様書によるほか、「平成 26年度 大径木再生指針（東京都建設局公園緑地

部）」「平成 26年度 街路樹診断マニュアル（東京都建設局公園緑地部）」「東京都土木工事標準仕様書

（東京都財務局）」「土木材料仕様書（東京都建設局）」「工事記録写真撮影基準（東京都建設局）」「街

路樹等維持標準仕様書（東京都建設局公園緑地部）」により行い、提出書類は、「受注者等提出書類処

理基準・同実施細目（東京都建設局）」によること。 

  「街路樹等維持標準仕様書」は東京都のホームページで公表している。 

   東京都建設局ホームページ http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/から公園＞東京の街路樹 

 

3. 契約約款第 5条で東京都が指定する都係員は、総括監督員、主任監督員及び担当監督員とする。受

託者が行う監督員に対する契約上の権限の行使又は義務の履行については、担当監督員に対して行う

ものとする。ただし、担当監督員が不在又は欠けた場合は主任監督員に対して行い、主任監督員が不

在又は欠けた場合は総括監督員に対して行うものとする。監督員が行う受託者に対する契約上の権限

の行使又は義務の履行については、いずれの監督員も受託者に対して行うことができる。 

  ＊〈別紙－1〉指示決定までの流れを参照＊ 

 

4. 代理人及び主任技術者（業務責任者）は、本委託の契約確定日の翌日現在、本委託の受託者と直接

的な雇用関係にあることが、監理技術者資格者証、ＪＣＩＳによる所属情報、健康保険証（受託者名

入り）、住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書・変更通知書のいずれかで確認できる者とする。 

 

5． 施工箇所は、別途管内図に図示した箇所の内から指示された箇所とする。 

  ＊災害・事故等の緊急時その他特殊事情による場合は、隣接地域の都道を含むものとする。 

 

6.  受託者は、契約確定の日から都の指示を受けられる体制を整えた作業班を常備し、監督員の指示に 

応じて直ちに作業等を出来るような体制を保持するとともに、必要機材を準備しておくこと。なお、 

速やかに作業体制（平日・夜間・休日ごと、班員氏名・資格・所在、機械台数・所在、連絡体制、協 

力会社・下請会社名および契約の有無）を記した施工計画書を提出すること。 

 

7.  業務の発注は書面（指示書）により行うものとする。受託者は監督員より指示があった場合、速や 

かに現場確認の上、施工内容確認申請書（図面・内訳書・数量計算書等資料を作成添付）を提出し、 

指示書（施工内容確認申請書下欄）に従って業務を実施すること。 
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8． 監督員及び都道管理室（夜間・休日＝総括監督員代理者）より緊急の指示があった場合、受託者は 

 前項に拘らず指示内容を確認の上、直ちに出動して業務を完了させること。受託者は業務完了後、速

やかに緊急指示報告書を添付した施工内容確認申請書を作成提出し、指示書により確認を受けること。

施工は最も合理的かつ経済的な方法で行うこと。 

 

9. 指示書及び仕様書に明記されていなくても、業務の性質上、当然必要な事項及び法令又は慣例によ 

 って履行しなければならない事項は、監督員の指示により受託者負担で処理すること。 

 

10. 受託者は指示された業務の実施計画について事前に監督員と協議すること。また必要に応じて実施 

状況を監督員に報告すること。  

 

11. 指示書の指示期限は、通常毎月 15日及び月末日（土日祝日の場合その前日）とする。それまでに

指示業務を完了させ、検査資料を作成して遅滞無く完了届を提出すること。なお施工は通常指示の場

合は、速やかに緊急指示の場合は直ちに実施すること。また監督員が施工日を指定した場合は、その

指示に従うこと。業務が完了した時は、速やかに監督員へ報告し、確認を受けること。上記によりが

たい場合には、別途協議の上、指示期限を設定すること。 

 

12. 時間単価、日単価、地点単価の作業を実施する場合は、着手時刻・終了時刻、台数・交通整理員人

数（有資格者・有資格者以外）等をその都度監督員へ報告すること。作業完了後は、速やかに作業活

動報告書（完了届に添付）を提出して監督員の確認を受けること。 

 

13. 巡回調査を実施した場合は、終了後、速やかに巡回調査報告書（完了届に添付）を提出すること。

巡回距離は車・徒歩ともに明確に記録すること。 

 

14. 昼夜間の単価区分については、原則として 6～20時を昼間、20～6 時を夜間とする。 

 

15. 本委託は、街路樹防災診断の結果により、突発的な業務にも対応するために、指示工期として日曜・

祝日を含むものとする。 

 

16. 工事記録写真に写し込む黒板の記載項目については、「工事記録写真撮影基準（東京都建設局）」に

よること。 
 

17．施工後は速やかに後片づけをし、道路交通等の支障にならないようにすること。 

 

18．本委託は、「公共事業への日雇労働者吸収要綱」第 4ただし書による適用除外事業である。 

 

19．本委託の安全管理については、「東京都土木工事標準仕様書」によること。 

 

20．本委託の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境 

に関する条例（平成 12年東京都条例第 215 号）の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 
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  1 ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

2  自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特 

別措置法（平成 4年法律第 70号）の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。 

   なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明 

書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。 

 

21. 本委託は、工事情報共有システム等の利用対象である。 

  工事情報共有システム等の利用とは、書類、報告書等提出連絡に際してインターネット上に設置し 

た工事情報共有システムを資料として提出、及び情報連携ソフトを利用することをいう。システムを 

利用して提出する書類・情報連携ソフトについては、事前に協議して決定する。協議の結果、システ 

ム等の一部または全部についての利用が不可能な場合は、その部分について従来どおりの方法とする。 

 

22. クレオソート油、CCA（クロム、銅、ひ素の化合物）及びクロルデン類（化学物質の審査及び規制 

に関する法律施行令(昭和 49年政令第 202 号)第 1 条 8号に規定する物質をいう。）が注入又は塗布さ

れた建設発生木材の処理に当たっては、当該物質が注入または塗布されていない部分と可能な限り分

離、分別した上で、廃棄物処理施設での焼却処分又は管理型最終処分場での埋立処分とする。 

なお、焼却を行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）及びダ

イオキシン類特別措置法（平成 11 年法律第 105 号）の基準を満たす焼却炉を有する施設を選定し、

適切に処理すること。 

 

23. 本委託から発生する建設発生土については、指定処分（Ｃ）として再利用するものとし、下記によ 

り搬出する。 

  ＊想定搬出先＝ ○区（市）○丁目地内のリサイクル施設 想定運搬距離＝○ｋｍ以内 

上記により難い場合には※1参照 

 

24. 本委託から発生するコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設泥土、 

建設混合廃棄物、金属くず、廃プラスチック、紙くず、アスベストについては、再資源化施設に搬出 

し、建設資源循環の促進に努めること。搬出先は、受託者が建設副産物情報交換システム（COBRIS） 

等を活用し、受入条件、再資源化の方法等を施設に確認した上で適切な施設を選定する。なお、施設 

を選定する場合には、事前に監督員の承諾を得る。 

  ＊コンクリート塊想定搬出先＝○区（市）○地内のリサイクル施設 想定運搬距離＝○ｋｍ以内 

  ＊アスファルト塊想定搬出先＝○区（市）○地内のリサイクル施設 想定運搬距離＝○ｋｍ以内 

  ＊都監督員指定の金属くずについては、工区指定地への集積とする。 

  ＊その他の発生材については、別途協議の上、適切な施設を選定すること。 

 

25．本委託で発生する樹木系発生材（伐採･抜根材・高木剪定枝葉等）については、受託者が受入条件

等を施設に確認した上で、適切な再資源化施設に搬出すること。なお施設を選定する場合には、事前

に監督員の承諾を得ること。 

  ○高木伐採･抜根･倒木処理材等の大型樹木発生材等について 

＊想定搬出先＝ ○区（市）○丁目地内のリサイクル施設 想定運搬距離＝○ｋｍ以内 
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上記（民間施設）により難い場合には※2参照 

○清掃可燃ごみ・高木剪定・中低木剪定・病虫害剪定防除・支障根切除・草・ツル系・落葉等の発

生材については、 

＊想定搬出先＝ ○区（市）内の処理施設  想定運搬距離＝○ｋｍ以内 

 

26．安全管理 

通行人・通行車両・作業員の安全を確保するために交通誘導員を 1作業帯毎に 1人以上適切に配置

しなければならない。なお、東京都公安委員会の指定した路線（区間）においては、交通誘導警備業

務に係る一級又は二級検定合格警備員を、1作業帯毎に 1人以上適切に配置しなければならない。ま

た、作業員にはヘルメット・安全（反射）ベスト・安全帯等の安全装具の着用を義務づけること。 

東京都公安委員会の指定した路線（区間）のうち第○建設事務所管内の指定路線は次の通り。 

 

☆ 【第○建設事務所管内指定路線】 ☆ 

（ ○号線○通り ） 

○施工内容確認申請書には、作業期間中に配置する予定の有資格交通誘導員の検定合格書の写しを

添付すること。 

○現場において監督員等から検定合格書（写）の請求があった場合には、直ちに提示すること。 

 

27．個人情報の取り扱いについて 

  東京都が貸与する資料に記載された個人情報及び業務に関して知り得た個人情報は、全て東京都の 

 保有する個人情報であり、東京都の許可なく複写、複製又は第三者へ提供してはならない。 

 

28．情報セキュリティの確保について 

電子情報の取扱いに関して、受託者は、東京都情報セキュリティ基本方針及び東京都情報セキュリ 

ティ対策基準（平成 19年 9 月１日施行）と同様の水準での情報セキュリティを確保すること。 

なお、受託者が情報セキュリティを確保することができなかったことにより、東京都が被害を被っ

た場合には、東京都は受託者に損害賠償を請求することができる。東京都が請求する損害賠償額は、

東京都が実際に被った損害額とする。 

 

29. 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱に関する記載 

①再委託 

ア 受託者は単価契約業務等を再委託する場合、協力会社が東京都の競争入札参加資格者である場合

は、指名停止期間中及び排除措置中であってはならない。 

イ 受託者は、協力会社が東京都の競争入札参加有資格者でない場合は、東京都の契約から排除する

よう警視庁から要請があった者でないことを確認する。 

 

②工事の下請け 

工事の一部を他の者に請け負わせる（以下「下請負」という。）場合は、次の要件を満たす下請

負人を選定する。 

 ア 当該下請負工事に係る施工能力を有していること。 
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 イ 東京都の競争入札参加有資格者である場合は、指名停止期間中及び排除措置中でないこと。 

 ウ 東京都の競争入札参加有資格者でない場合は、東京都の契約から排除するよう警視庁から要請が

あった者でないこと。 

 

③不当介入に対する通報報告 

  受託及び工事施行にあたり、暴力団等から不当介入を受けた場合（再受託者・下請負人が暴力団

等から不当介入を受けた場合を含む。）は、東京都契約関係暴力団等対策措置要綱に基づき、監督

員への報告及び警視庁管轄警察署への通報並びに捜査上必要な協力をすること。 

 

30．推定施工数量 

 

街路樹外観診断                ○本 

街路樹精密診断（根株診断：貫入抵抗測定）   ○断面 

街路樹精密診断（腐朽診断：貫入抵抗測定）   ○断面 

伐採工                    ○本 

抜根工                    ○本 

 

31．その他 

  その他不明な点は、監督員と協議すること。 

 

※1 指定処分（Ｃ） 

本委託から発生する建設発生土については、指定処分(Ｃ)として再利用するものとし、以下により

搬出する。 

 ア 関係法令又は区市町村の条例等で必要な許可を受け、日常の管理も許可条件を遵守して行われ 

   ている民間受入地に搬出すること。 

 イ 土質条件：搬出に先立ち、関係法令、都道府県又は区市町村の条例等に従い、必要な土質試験を 

実施し、その結果を当該行政庁に報告する。 

   また、事前に「搬入予定民間受入地届」を、搬出完了時には、「民間受入地搬入確認報告書」「リ

サイクル証明書（建設発生土）」、民間受入地の定める「土砂伝票」（土砂搬入整理券等）及び「搬

入土量集計表」を作成し、監督員に提示し、確認を受ける。 

 

※2 一般廃棄物として再資源化施設に搬出する場合 

本委託で発生する樹木系材（剪定枝葉、伐採材、抜根材）については、受託者が受入条件等を施設

に確認した上で、都内に立地する適切な再資源化施設に搬出すること。なお施設を選定する場合には、

事前に監督員の承諾を得る。 

＊注意：抜根材は、産業廃棄物扱い 

＊リサイクル施設選定順位 

①公共の施設⇒②民間の施設⇒③清掃工場{熱回収（発電）・熱供給（温水の供給等）を行ってい 

る施設}  

なお、産業廃棄物として処理する場合には、都内に立地する再資源化施設に搬出すること。 
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指示決定までの流れ              ＜別紙－１＞ 

 

                         

作業指示決定までの流れは、以下の通りとする。 

 

１．監督員は、指示内容を指示記録簿に記載し、 

工区決裁をとり、受託者に施工内容を説明し、 

  指示記録簿にサインさせる（↓①）。 

  ○指示内容は、詳細に記載すること。 

                       

                                         ２．受託者は、施工内容確認申請書を作成し、 

       送     指                 監督員（工区）に提出する（↑②）。 

             示        

       付     決       ３．提出された施工内容確認申請書の内容を工区  

             定          及び主管課が照査し、工事主管課長による指 

       ③     ④         示決定をとる（↑③↓④）。    

                      

４．監督員は、受託者に指示決定を指示書で通知 

   する（↓⑤）。  

 

  〔 備 考 〕 

    

１．施工内容確認申請書には、内訳書、必要な 

図面、計算書等を添えて提出させる。 

    

内     資     指  

   容     料     示  ２．緊急を要し、所定手続き前に施工が必要な  

   指     提     通           場合は工事主管課長に確認の上、口頭により 

   示     出     知           詳細内容を指示し、その日を指示日として 

   ①     ②     ⑤           所定の手続きを速やかに行う。  
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特殊工種様書 

１．委託料関係 

(1) 街路樹防災診断及び街路樹診断 

  「平成26年度 大径木再生指針（東京都建設局公園緑地部）」「平成26年度 街路樹診断マニュアル

（東京都建設局公園緑地部）」により行うこと。 

 

(2)街路樹巡回調査 

①街路樹巡回調査に当たっては、巡回調査内容を監督員と十分に打ち合わせること。 

②調査中に街路樹に係る異常を発見した場合は、速やかに監督員に連絡しその指示に従うこと。 
③日誌等は、調査終了後速やかに作成し、監督員に提出すること。 

 

２．工事請負費関係 

(1)枯損木伐採工、抜根工 

①緊急の場合を除き、１週間程度お知らせの掲示を行うこと。方法、内容は監督員と協議すること。 

②作業中に剪定枝葉、切粉、土砂等が通行人・車両等を傷つけ汚さないよう十分に対策を講ずること。 

③高木の伐採、抜根に当たっては、係員が立会い調査を行う場合があるので、日程調整を行い調査に

協力すること。 

④抜根穴は、直ちに植込地用土で埋め戻し、地表面をならして危険のないよう処理すること。 

 

(2)支柱撤去工  

木材防腐処理剤（クレオソート油）、CCA（クロム、銅、ひ素の化合物）及びクロルデン類等を柱

入又は塗布した建設発生材を処理する場合は、当該物質が注入又は塗布されていない部分とできる

限り分離・分別し、適正な焼却又は管理型処分場にて埋立処分すること。 

     なお、焼却に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）及びダ

イオキシン類対策特別措置法(平成 11 年法律第 105 号）の基準を満たす焼却炉を有する施設を選定

しなければならない。 

 

(3)特殊製品組合せ費 

①仕様書に規定のない製品を使用する場合、本工種を組合せて使用する。（労務費用は普通作業工で

計上する） 

②単価の適用に当たっては、建設物価、積算資料、見積り等により市価の実態を調査のうえ監督員の

承諾を得ること。 

③単価は、現場着単価とし、消費税相当額を含まない金額とする。 

④諸経費については監督員と協議の上決定する。 

 

(4)全面客土 

①人力施工Ａ：単独の植樹桝等が点在しており、一時仮置きした土を埋め戻し整地する場合。 

②人力施工Ｂ：施工幅 2.5m 未満、又は施工延長が 20m 未満のもので連続しており、直接トラック等

から植樹桝内に土を投入し整地する場合。 
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資料－11 大径木再生整備設計 特記仕様書 

大径木再生整備設計 特記仕様書 

 

委託件名：大径木再生整備設計 

委託場所：主要地方道○号線（第○号   △通り）ほか□路線  

          東京都●区▲丁目地内から同区◆丁目地内ほか  

委託期間：契約確定の日から平成 25 年●月●日まで  

委託概要：整備設計      ●路線   ◆㎞  

 

１．目的  

東京都では、中長期計画となる「2020 年の東京」（平成 23 年 12 月）において「街路樹の防災機能強

化（大径木再生大作戦）」事業を打ち出し、大径木を「元気で生き生きとした街路樹」に再生していく

ことによって、災害に強い都市づくりを目指している。本委託は、これらの事業方針に従い、既存資料

および現地踏査を踏まえ、大径木の伐採・更新・樹勢回復などによる再生整備工事のための設計を行う

ものである。 

 

２．総則  

本委託は、この仕様書に規定されているもののほか以下の基準による。  

・設計委託標準仕様書（平成 19 年 4 月   東京都建設局）  

・道路工事設計基準（平成 26 年 4月   東京都建設局）  

・受注者等提出書類処理基準・同実施細目（平成 24 年 4 月   東京都建設局）  

・東京都土木工事標準仕様書（平成 26 年 4 月   東京都財務局）  

・土木材料仕様書（平成 25 年 4 月   東京都建設局）  

・東京都建設リサイクルガイドライン（平成 23 年 6 月   東京都都市整備局）  

・大径木再生指針（平成 26 年 7 月 東京都建設局公園緑地部） 

 

３．設計  

【１】大径木再生基礎調査 

設計に当たり、幹周 90㎝以上の大径木に対し、樹種・樹高、車道歩道の規模と街路樹規格の関係、

改善が必要な問題点の有無、街路樹への住民意識や景観上・歴史上の留意事項などを把握することを

目的として行う。 

①現地踏査・資料調査 

調査区間は、植栽樹種・沿道状況（土地利用状況）・構造（車道規格、歩道規格、街路樹規格）が

同じとみなされる区間の交差点から交差点までを 1区画と見なし、1区画毎に調書を整理する。なお、

左右の両車線が同様な状況であれば同一の区画に含めることができるものとする。調査方法は「大径

木再生指針」（平成 26年 7 月 東京都建設局公園緑地部）のとおりとする。 

②調査結果 

①の調査結果は「大径木再生基礎調書」様式に記入し、これに記載しきれないものも含め「大径木

再生基礎調査報告書」としてとりまとめる。 
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③図面作成 

・位置図および平面図を作成する。 

・位置図は対象となる路線・区間を A4 版の地図に示す。縮尺は 1：2,500～1：25,000 程度でわかり

やすい縮尺とする。 

・平面図は都の貸与する「道路緑化現況調査図面」（縮尺 1:500）を複写し、これに対象とした大径木

を示す。また、対象路線の対象区間を代表する大径木を、これと区別して示す。 

 

【２】大径木再生整備方針の策定 

①対象路線・区間の特性把握 

大径木再生基礎調査の結果から対象路線の特性を把握する。  

②問題点の抽出および課題の整理 

大径木だけでなく中低木等も含め、対象路線・対象区間の街路樹全体について、問題点を抽出し、

対応すべき課題を整理する。 

③整備方針の策定 

①、②を総合的に勘案して、整理された課題に対し、伐採、更新、樹勢回復などの内、どの手法を

主に採用するかを検討し、整備方針を策定する。その際、大径木だけでなく他の高木や中木、低木に

も注意を払い、必要に応じて補植等を行うなどして、対象路線・区間の街路樹を総合的に再生するよ

う努める。 

 

【３】大径木再生整備方法の検討 

対象とする路線・区間について、策定された大径木再生整備方針に従い、以下の再整備手法を具体

的に検討、選定する。複数の手法を組み合わせてもよい。  

・伐採 

・更新 

・樹勢回復（土壌改良、土壌過湿対策、土壌乾燥対策、施肥・樹幹注入） 

・その他（間引き、剪定、根上がり対策、中低木の植替・補植、縁石・植栽保護柵などの補修、物理

的倒木防止措置、支柱撤去・取替え・新設、空き桝への植栽、不要切下げ部など植栽可能箇所への

植栽など） 

伐採、更新については、伐根の際の道路構造物や企業者等の埋設物等への影響にも十分注意するこ

と。また、更新については樹種変更も検討すること。土壌改良等に当たっては必要に応じて土壌の調

査など、必要な調査・分析等の実施を提案すること。 

 

【４】管理方針の作成（「街路樹よくなるシート」の作成） 

大径木再生整備方針の策定、大径木再生整備方法の検討と同時に、これと整合するように、対象路

線・区間について管理方針を検討し作成する。具体的には各路線・区間ごとに「街路樹よくなるシー

ト」を作成、または更新する。ただし、それだけでは不十分な場合は必要に応じて詳細な管理方法等

を記載した資料を添付する。 

 

【５】実施設計 

①図面作成 
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大径木再生整備方法の検討結果に基づき、大径木再生整備工事の内容を示した図面を作成する。 

②数量計算書  

各図面から数量を拾い、集計・計算して数量計算書を作成する。 

③工事費の算出 

必要数量を確認のうえ、適切な単価をもとに積算して工事費を算出するとともに、代価明細表、工

事内訳書、工事総括書を作成する。 

④照査 

①～③について照査を実施する。 

 

【６】住民説明等のための資料作成等 

大径木再生に当たっては地域住民、関係団体の理解を得ることが不可欠なことを十分理解したうえ

で本委託を行うこと。監督員の指示により、必要に応じて住民説明、住民調整などに同行するととも

に、必要な説明・協議資料や議事録を作成すること。 

 

【７】設計報告書作成 

以下の内容を記載した報告書を作成する。 

 ・上位計画等の整理 

 ・大径木再生整備方針 

 ・大径木再生整備方法検討結果 

 

４．成果品  

成果品は以下のとおり。必要に応じ合冊としてもよい。なお、成果品はすべて東京都に帰属する。  

・大径木再生基礎調査報告書（「大径木再生基礎調書」を含む） ・・・   Ａ4 判  2 部 

・設計報告書          ・・・   Ａ4 判  2 部  

・整備設計図面             ・・・   Ａ3 判   2 部     

・整備設計数量計算書     ・・・   Ａ4 判   2 部  

・見積書・比較表等関係資料 （必要に応じて）  ・・・   Ａ4 判   2 部  

・構造計算書（必要に応じて） ・・・   Ａ4 判   2 部  

・街路樹よくなるシート     ・・・   Ａ4 判   3 部  

・打ち合わせ記録簿       ・・・   Ａ4 判   1 部  

・電子データ   ＣＤ－Ｒ等書き込み     ・・・   2 枚  

 

５．その他  

【１】受託者は、監督員との協議及びその指示に基づいて委託を実施すること。  

 

【２】受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、監督員と常に連絡を取り、十分に打合せを行い

業務の目的を達成すること。  

 

【３】受託者は、監督員と打合せ・協議を行った際は速やかに打合せ記録簿を作成し、監督員に提出す

ること。  
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【４】受託者は、都の承認を得ないで、本委託で得た成果等を使用、貸与または公表してはならない。

これは委託期間終了後も同様とする。  

 

【５】受託者は、業務について疑義が生じた際は、遅滞なく監督員と協議をすること。  

 

【６】受託者は、成果品納入後において内容に不備が認められたときには、速やかに受託者の責任にお

いて訂正を行うこと。  

 

【７】情報セキュリティの確保について 

電子情報の取扱いに関して、受託者は、東京都情報セキュリティ基本方針及び東京都情報セキュリ

ティ対策基準（平成 19 年 9 月１日施行）と同様の水準での情報セキュリティを確保すること。  

なお、受託者が情報セキュリティを確保することができなかったことにより東京都が被害を被った

場合には、東京都は受託者に損害賠償を請求することができる。東京都が請求する損害賠償額は、東

京都が実際に被った損害額とする。  

 

【８】工事情報共有システムを利用して書類･情報等の交換・データ活用を行う委託について 

本委託は、工事情報共有システム利用対象委託である。  

工事情報共有システム利用とは、書類、報告書等提出に際してインターネット上に設置した工事情

報共有システムを利用して提出することをいう。システムを利用して提出する書類については、事前

に協議して決定する。協議の結果、書類等の一部または全部についてシステムの利用が不可能な場合

は、その書類について従来どおりの提出方法とする。 

（http://www.cals.metro.tokyo.jp/tokyo.htm）  

 

【９】環境により良い自動車利用について 

本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境

に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）の規定に基づき、次の事項を遵守すること。  

①ディーゼル車規制に適合する自動車であること。  

②自動車から排出される窒素炭化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別

措置法（平成 4 年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。  

③低公害・低燃費な自動車の利用に努めること。  

なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明

書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。  

 

【１０】測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)の登録について 

受託者は、契約時又は変更時において、契約金額 が 100 万円以上の業務については、測量調査

設計業務実績情報サービス(TECRIS)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として「登

録のための確認のお願い」（旧称「業務カルテ」）を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は

契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土

曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完了時は業務完了後 10 日以内に、監督職員の確認を受

27



 

 

けたうえ、登録申請しなければならない。なお、登録内容に訂正が必要な場合、TECRIS に基づき、

「訂正のための確認のお願い」を作成し、訂正があった日から 10 日以内に監督職員の確認を受け

たうえ、登録機関に登録申請しなければならない。  

また、登録機関に登録後、TECRIS より「登録内容確認書」をダウンロードし、速やかに監督員に

提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提出

を省略できるものとする。  

 

【１１】東京都契約関係暴力団等対策措置要綱について 

①再委託  

受託者は「大径木再生整備設計」の業務を再委託する場合、協力会社が東京都の競争入札参加資

格者である場合は、指名停止期間中及び排除措置中であってはならない。  

②不当介入に対する通報報告  

受託に当たり、暴力団等から不当介入を受けた場合（再受託者が暴力団等から不当介入を受けた

場合を含む。）は、東京都契約関係暴力団等対策措置要綱に基づき、監督員への報告及び警視庁管轄

警察署への通報並びに捜査上必要な協力をすること。 
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No. 事務所名

　　年　　月　　日

樹高（H）＝ m 幹周（C）＝ cm 枝張（W）＝ m

□単独桝 □植栽帯 □緑地内 □その他 □ 良好 □ なし □ 破損

診断内容 部位

□なし □1/3未満 □1/3以上 □なし □1/3未満 □1/3以上 □なし □1/3未満 □1/3以上

□なし □1/3未満 □1/3以上 □なし □1/3未満 □1/3以上 □なし □1/3未満 □1/3以上

□なし □1/3未満 □1/3以上 □なし □1/3未満 □1/3以上 □なし □1/3未満 □1/3以上

％ ％

□なし □あり（ ） □なし □あり（ ） □なし □あり（ ）

□なし □あり（ ） □なし □あり（ ） □なし □あり（ ）

□なし □あり（ ） □なし □あり（ ） □なし □あり（ ）

□なし □あり（ ） □なし □あり（ ） □なし □あり（ ）

□なし □あり（ ） □なし □あり（ ） □なし □あり（ ）

□なし □あり（ ）

□なし □あり（ ） □なし □あり □なし □あり

□なし □あり（ ）

□見える □見えない（ ） □なし □あり □なし □あり

□なし □あり（ ）

□なし □あり（ ）

判定・処置 部位

健全か健全に近い

注意すべき被害が見られる

著しい被害が見られる

不健全

剪定が必要

精密診断が必要

部位（　GL　　　m　）　腐朽空洞率　：　　　　　%　　　　 部位（　GL　　　m　）　腐朽空洞率　：　　　　　%　

総合判定 □Ａ：健全か健全に近い　　□Ｂ１：注意すべき被害が見られる　　□Ｂ２：著しい被害が見られる　　□Ｃ：不健全

判定
理由

外観診断
判定

□Ａ：健全か健全に近い　　□Ｂ１：注意すべき被害が見られる　　□Ｂ２：著しい被害が見られる　　□Ｃ：不健全

判定
理由

精
密
診
断

測定データ

腐朽度判定 　　　□Ａ：健全か健全に近い　　　□Ｂ１：注意すべき被害　　　　□Ｂ２：著しい被害　　　　□Ｃ：不健全

判定
理由

処
置

□ □ □

□ □ □

部
位
診
断

根元 幹 骨格となる大枝

樹皮枯死･欠損･腐朽
(周囲長比率)

芯に達した開口空洞
(周囲長比率）

芯に達していない開口空洞
(周囲長比率）

露 出 根 被 害 （         　 　     　     　　　　       ） （      　　　             　　　　　       ）

不 自 然 な 傾 斜

所見

部
位
判
定

根元 幹 骨格となる大枝

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

巻 き 根 （　   　      　    　     　　　　       ） （　   　      　    　     　　　　       ）

ル ー ト カ ラ ー 枝 枝

虫 穴 ・ 虫 フ ン 、 ヤ ニ

根　 元 　の 　揺 　ら 　ぎ 建築限界超え  車　道　側 建築限界超え  歩　道　側

鋼 棒 貫 入 異 常 幹 幹

ｽﾀﾌﾞｶｯﾄ □なし□あり（　　　　   　　）

キ ノ コ （ 子 実 体 ）

木 槌 打 診 （ 異 常 音 ）

分 岐 部 ・ 付 根 の 異 常

胴 枯 れ な ど の 病 害

被害部周囲長

＝
周囲長比率 枯枝 □なし□あり（　　　　　　　 ）

／
被害部周囲長

＝
周囲長比率 被害部幅

／
上記３項目のうち

最大被害部の周囲長比率

被害部幅

  □　１　　□　２　　□　３　　□　４　　□　５

所見

活
力
診

断

樹勢 枝の伸長量、梢端の枯損、枝の枯損、葉の密度、葉の大きさ、葉色等
良 ←

  □　１　　□　２　　□　３　　□　４　　□　５

活力判定 □健全か健全に近い　　　　　　□注意すべき被害が見られる　　　　　□著しい被害が見られる　　　　　□不健全

街　路　樹　診　断　カ ル テ

　路線名 樹木医 診断日

　樹木番号

　樹種名 植栽形態 支柱

外
観
診
断

→ 不良
樹形 主幹・骨格となる大枝・枝などの枯損及び欠損、枝の密度と配置等

資料－12 街路樹防災診断 街路樹診断カルテ(様式)【表】 
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資料－12 街路樹防災診断 街路樹診断カルテ(様式)【裏】  

No.

□なし　　　　　　　　　□あり □なし　　　　　　　　　□あり

　　　　　　　　　　　　□要観察（長期周期）　　　　　　　　　□要観察（短期周期）　　　　

□枯枝の剪定 □腐朽枝等の剪定 □支障枝の剪定 □風圧軽減剪定 □スタブカット切除 □巻き根切除

□撤去・植替え □支柱撤去 □支柱結束直し □支柱再設置 □ブレーシング設置　（　          　　　　　　）

□踏圧防止 □土壌改良 □施肥（　          　　　　　　　　　　　　） □薬剤処理（　          　　　　　　　　　　　　）

□その他（　　　　　　　　　　　　　  　　　     　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　　　）

　　

立地平面図

診断概要図

□1年後　　　　　　　　　　□3年後　　　　　　　　　　□5年後　　　　　　　　　　□10年後

　位置座標 （ＷＧＳ８４） 緯度　 経度　

街　路　樹　診　断　カ ル テ

処
置

必要性 緊急性

内
容

樹木全景

そ

の

他

特

記

事

項

次回診断
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資料－13 街路樹防災診断 腐朽診断カルテ（レジストグラフ用）（様式） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№　

m ㎝ m

m ㎝ ㎝

想定断面図 測定位置写真

空洞率計算式

＋ 2

＋

：データの終点 ：腐朽（空洞）部  bark：樹皮　intact：健全　decay：腐朽（空洞） ：データの開始

事務所名街路樹診断カルテ番号

凡例

☐ ☐

腐　朽
空洞率
（％）

%

腐朽度
判　定

☐
30％以上 50％未満
（著しい被害：B２）

10％以上 30％未満
（注意すべき被害：B１）

50％以上
（不健全：C）

測定結果

腐朽診断カルテ（レジストグラフ）

樹木番号 樹 種 名 樹高 枝張幹周

診 断 日 　　年　月　日路 線 名 樹木医名

測定高さ 測定直径 機種名

10％未満
（健全か健全に近い：Ａ）

☐

（ ）

所　見

③

② ④

①

▲車道側

未測定部分

③

①

②

④

31



 

 

№　

m ㎝ m

m

測定結果

☐
30％以上 50％未満
（著しい被害：B２）

☐
50％以上

（不健全：C）

所　見

全景写真 測定断面の側面写真

腐　朽
空洞率
（％）

%

腐朽度
判　定

☐
10％未満
（健全か健全に近い：Ａ）

☐
10％以上 30％未満
（注意すべき被害：B１）

測定高さ 使用線源 ST（秒） SP（㎜/秒） 機種名

　　年　月　日

樹木番号 樹 種 名 樹高 幹周 枝張

腐朽診断カルテ（ツリーガンマ）

街路樹診断カルテ番号 事務所名

路 線 名 樹木医名 診 断 日

測定断面

▲車道側

資料－14 街路樹防災診断 腐朽診断カルテ（ツリーガンマ用）（様式） 
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№　

m ㎝ m

m ㎝ ㎝

測定位置写真 健全部推定範囲

計測時の伝達経路図 想定断面図

測定結果

所　見

診 断 日 　　年　月　日

樹高

路 線 名 樹木医名

プロブ数

樹木番号

測定高さ 測定直径

腐朽診断カルテ（アーボソニック3D単断面）

事務所名街路樹診断カルテ番号

幹周 枝張樹 種 名

機種名 アーボソニック3D個

腐　朽
空洞率
（％）

%

腐朽度
判　定

☐ ☐ ☐
50％以上

（不健全：C）
☐

30％以上 50％未満
（著しい被害：B２）

10％以上 30％未満
（注意すべき被害：B１）

10％未満
（健全か健全に近い：Ａ）

▲車道側

▲車道側

資料－15 街路樹防災診断 腐朽診断カルテ（アーボソニック 3D 単断面用）（様式） 
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№　

m ㎝ m

m

㎝

㎝

m

㎝

㎝

m

㎝

㎝

m

㎝

㎝

m

㎝

㎝

高さ

樹木番号 幹周

測定結果　３D図

診 断 日 　　年　月　日路 線 名 樹木医名

樹 種 名 樹高 枝張

腐朽診断カルテ（アーボソニック3D多断面）

事務所名街路樹診断カルテ番号

%

測定部３

高さ

直径

高さ

直径

直径

腐朽空洞率

%

測定部２

%

腐朽空洞率

%

測定部１

高さ

腐朽空洞率

所見

腐朽度
判定

最大腐朽
空洞率
（％）

☐

%

☐
50％以上

（不健全：C）
10％未満
（健全か健全に近い：Ａ）

☐
10％以上 30％未満
（注意すべき被害：B１）

☐
30％以上 50％未満
（著しい被害：B２）

直径

腐朽空洞率

%

機種名 アーボソニック3D

測定部５

高さ

直径

腐朽空洞率

測定部４

▲車道側

▲歩道側

資料－16 街路樹防災診断 腐朽診断カルテ（アーボソニック 3D 多断面用）（様式） 
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 資料－17 街路樹防災診断 腐朽診断カルテ（ドクターウッズ用）（様式） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№　

m ㎝ m

m m

解析コンター図 解析断面図

測定結果

30％以上 50％未満
（著しい被害：B２）

☐
50％以上

（不健全：C）

所　見

腐朽度
判　定

☐
10％未満
（健全か健全に近い：Ａ）

☐
10％以上 30％未満
（注意すべき被害：B１）

☐

KHz 機種名 ﾄﾞｸﾀｰｳｯｽﾞ

全景写真 測定状況写真

腐　朽
空洞率
（％）

%

測定高さ 平均径(D) 測点箇所数 箇所 計測周波数

　　年　月　日

樹木番号 樹 種 名 樹高 幹周 枝張

腐朽診断カルテ（ドクターウッズ）

街路樹診断カルテ番号 事務所名

路 線 名 樹木医名 診 断 日

▲車道側

▲車道側
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№　

m ㎝ m

m ㎝

想定断面図 測定位置写真

：健全部

測定結果

凡例

☐
50％以上

（不健全：C）

所　見

腐　朽
空洞率
（％）

%

腐朽度
判　定

☐
10％未満
（健全か健全に近い：Ａ）

☐
10％以上 30％未満
（注意すべき被害：B１）

☐
30％以上 50％未満
（著しい被害：B２）

測定高さ 測定直径 機種名 ツリーレーダ 解析ソフト名

　　年　月　日

樹木番号 樹 種 名 樹高 幹周 枝張

腐朽診断カルテ（ツリーレーダ）

街路樹診断カルテ番号 事務所名

路 線 名 樹木医名 診 断 日

▲北側

凡例

腐朽部

健全部

未測定

部分

資料－18 街路樹防災診断 腐朽診断カルテ（ツリーレーダ用）（様式） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36



 

 

№　

m ㎝ m

m ㎝ ㎝

° ㎝ ㎝ 測定位置写真

想定断面図

空洞率計算式

＋ 2

＋

：データの終点 ：腐朽（空洞）部  bark：樹皮　intact：健全　decay：腐朽（空洞） ：データの開始

樹高

根株診断カルテ（レジストグラフ）

事務所名

診 断 日 　　年　月　日路 線 名 樹木医名

街路樹診断カルテ番号

☐
50％以上

（不健全：C）

所　見

腐　朽
空洞率
（％）

% （ ）

測定高さ

幹周

測定直径 機種名

樹木番号 樹 種 名 枝張

凡例

俯角 補正直径

測定結果

☐
30％以上 50％未満
（著しい被害：B２）

10％以上 30％未満
（注意すべき被害：B１）

10％未満
（健全か健全に近い：Ａ）

☐
腐朽度
判　定

☐

③

② ④

①

▲車道側

未測定部分

③

①

④

②

③

①

②

④

資料－19 街路樹防災診断 根株診断カルテ（様式） 
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 本指針は東京都建設局公園緑地部計画課道路緑化計画係にて作成されたものです。 
 
 
 他団体において本指針を参考にし、手引き又は指針などを作成する場合には、必ず東京都 
建設局公園緑地部計画課道路緑化計画係まで連絡してから御使用下さい。 
 本指針は、各種参考書からの再編集を含みますが、特に出典について表示しておりません。 
なお、他所での使用に際しては、一切の責任を負いません。 
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